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法
と
条
約
締
結
権

節

(3) フランス憲法史における条約と国内法

〔
回
目
]
|
|
準
権
力
集
中
制

プ
M
9

ユ
メ
ー
ル

霧
月
一
八
日
(
一
七
九
九
年
)
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
ク
ヲ
・
デ
タ

1
後
の
制
度
を
設
立
し
た
共
和
八
年
憲
法
は
、
憲
法
史
家
に
よ
っ
て
、

ア
ン
ピ
l
ル

帝
国
の
諸
憲
法
の
基
点
を
な
す
と
さ
れ
る
。
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ヌ
の
サ
ロ
シ
で
起
草
さ
れ
た
こ
の
憲
法
は
、

V
ェ
イ
エ
ス

(ω51回
)
の
提
唱
し

た
複
雑
な
政
治
組
織
を
理
論
的
に
保
存
し
て
い
る
が
、
制
度
の
実
質
に
お
い
て
は
、
諸
権
力
は
第
一
執
政
た
る
ナ
ポ
レ
オ

γ
に
集
中
し
て

プ
ロ
町
イ
ゾ
ワ
ア
ル

し
か
し
彼
の
独
裁
制
に
は
な
お
《
暫
定
的
》
と
い
う
形
容
詞
が
つ
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な

wh

• 

い
る
。

ナ
ポ
レ
オ

γ
帝
制
は
既
に
始
っ
た

そ
の
起
草
者
建
は
誰
も
帝
制
を
予
知
し
て
い
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
た
ん
に
、
共
和
三
年
憲
法
の
修
正
の
み
を
目
的
と
し
て
い
た
。

憲
法
は
革
命
の
伝
統
的
建
前
に
し
た
が
っ
て
、
共
和
制
と
国
民
主
権
と
を
宣
言
す
る
。
共
和
三
年
憲
法
の
制
限
選
挙
制
を
廃
止
し
、
並
日
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の
提
示
に
と
ど
ま
る
。

一
切
の
公
務
員
は
こ
の
名
簿
の
中
か
ら
選
定
せ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
政
府
又
は
元
老
院

(ω
小
口
白
立
に
よ
っ
て
な
さ

- /;8ー

れ
る
。こ

の
憲
法
は
、
国
民
投
票
に
よ
っ
て
承
認
せ
ら
れ
た
が
、

そ
れ
は
ナ
ポ
レ
オ
シ
を
第
一
執
政
た
ら
し
め
る
プ
レ
ピ

ν
ッ
ト
に
外
な
ら
な

か
っ
た
。
彼
は
主
権
者
た
る
人
民
か
ら
直
楼
選
ば
れ
、
統
治
権
を
委
任
せ
ら
れ
た
者
と
し
て
、
制
度
の
指
導
的
地
位
を
占
め
る
。
す
な
わ

ち
、
政
府
(
実
質
的
に
は
第
一
執
政
た
る
ナ
ポ
レ
オ
ン
)
は
、

法
律
の
発
案
権
・
公
布
権
・
重
要
官
吏
の
任
命
権
・
広
汎
な
命
令
制
定
権

を
有
し
、
国
の
予
算
支
出
を
指
導
し
、
治
安
を
維
持
し
、
対
外
政
策
を
指
導
す
る
等
の
強
大
な
権
カ
を
保
持
す
る
。

こ
れ
に
対
し
立
法
過
程
は
、
四
会
議
に
分
割
せ
ら
れ
る
。
法
律
の
発
案
権
内
政
府
が
独
占
し
、
政
府
の
機
関
で
あ
る
国
務
院

(
b
o口
部
ロ
色
"

間
宮
同
)
が
法
律
案
の
起
草
を
な
し
、
立
法
府
は
両
断
せ
ら
れ
、
同
，
ュ
σロ
ロ
え
は
討
議
し
て
意
見
守
}
提
示
し
う
る
に
す
ぎ
ず
、
。

c
G
1
b
m仲田]えは

は
沈
殿
の
う
ち
に
投
票
し
う
る
の
み
で
あ
っ
て
(
修
正
権
を
も
た
ず
)
、

度
の
《
何
回
勺
窟
要
石
》
と
い
は
れ
る
が
、
違
憲
法
令
を
審
査
し
、
憲
法
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補
充
修
正
す
る
権
限
を
有
し
、
両
立
法
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議
の
構
成
員
お
よ
び
理

そ
の
活
動
は
著
し
く
局
限
せ
ら
れ
て
い
る
。
元
老
院
は
こ
の
制

論
的
に
は
執
政
を
も
任
命
す
る
。

こ
れ
を
要
す
る
に
、
こ
の
憲
法
は
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七
九
一
年
及
び
共
和
三
年
憲
法
の
採
用
し
た
権
力
分
立
制
を
排
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し
、
一
七
九
三
年
憲
法
が
採
っ
た

立
法
府
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位
の
権
力
集
中
制
で
は
な
く
、
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(
実
質
的
に
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第
一
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政
ナ
ポ
レ
オ
シ
)
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位
の
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力
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中
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を
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立
し
た
と
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え
る
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N
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元
老
院
の
構
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員
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吋
ユ
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ロ
与
及
び
政
府
の
提
示
に
基
づ
い
て
互
選

一go匂
件
。
吋
)
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
最
初
の
構
成
員
言

g
g弘
Z
S
Z
が
決
定
的
な
役
割
を
果
す
。
次
第
に

Z
田明。

-Sロ
に
馴
致
せ
ら
れ
、
そ
の
憲
法
補

充
・
修
正
の
権
限
に
よ
り
彼
の
個
人
的
権
力
に
有
利
な
元
老
院
令
を
発
し
帝
制
K
導
く
。
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[
四
五
]
ー
ー
そ
の
条
約
締
結
権

憲
法
四
九
条
は
規
定
す
る
、

《
政
府
は
国
外
に
お
け
る
政
治
関
係
を
維
持
し
、
商
一
議
を
指
導
し
、
予
備
的
規
定
を
作
成
し
、
す
べ
て
の

平
和
・
同
盟
・
休
戦
・
中
立
・
通
商
条
約
お
よ
び
そ
の
他
の
協
定
を
調
印
し
、
調
印
せ
し
め
ま
た
締
結
す
る
》
と
。

ま
た
五

O
条
は
、
《
官
一
戦
及
び
.
平
和
・
同
盟
及
び
通
商
条
約
は
、
法
律
と
し
て
提
案
せ
ら
れ
、
討
議
せ
ら
れ
、
決
定
せ
ら
れ
(
訟
の
芯
忠
由
)

ま
た
公
布
せ
ら
れ
る
。
但
し
、
こ
れ
ら
の
対
象
に
つ
い
て
の
討
論
と
審
議
は
、
。
。
『
宮
広

m
E伊
丹
は
に
お
い
て
も
吋
ユ
σロ
ロ
え
に
お
い
て
も
、

政
府
が
要
求
す
る
と
き
は
秘
密
会
に
お
い
て
な
さ
れ
る
》
と
規
定
じ
、

五
一
条
は
《
条
約
の
秘
密
的
条
項
は
明
示
的
条
項
を
破
壊
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
》
と
規
定
し
た
。

商
議
権
が
政
府
の
専
権
に
属
し
、
秘
密
条
約
締
結
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

(3) 

し
か
し
、
立
法
的
手
続
の
干
捗
を
予
定
し
て
い
る
の
は
、

な
る
列
示
に
す
ぎ
ず
、
他
の
一
切
の
条
約
を
も
含
む
の
か
。

五
O
条
に
列
挙
せ
ら
れ
た
種
類
の
条
約
に
限
る
の
か
、

そ
れ
と
も
そ
れ
は
単

四
九
条
に

F
い
て
商
議
権
の
対
象
ポ
一
切
の
条
約
に
及
ぶ
こ
と
を
明
示
す
る

フランス憲法史における条約と圏内法

た
め

《
そ
の
他
の
協
定
》
と
特
に
附
け
加
え
て
あ
る
の
に
対
し
、
五

O
条
で
は
そ
の
よ
う
な
文
字
が
な
い
。
そ
れ
は
起
草
者
が
意
識
的

一
定
の
条
約
に
限
定
し
よ
う
と
し
て
列
挙
し
た
と
解
す
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
、
立
法
府
の
干
渉
を
で
き
る
だ
け
排
除
し
ょ

にう
と
い
う
意
図
を
認
め
う
る
。

更
に
こ
こ
に
規
定
せ
ら
れ
た
吋
ユ
σロ
ロ
巳
及
び
。
。
石
田
広
弘
己
由
民
の
干
渉
の
性
質
が
問
題
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
条
約
案
の
審
議
と
法
律

案
の
審
議
と
の
完
全
な
同
一
視
が
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
。

リ
ユ
ネ
ヴ
ィ
ル
(
戸
ロ
ロ
bi--o)
の
対
独
平
和
条
約
の
立
法
府
に
対
す
る
送
付
案
は
、

さ
れ
た
条
約
の
公
布
》
を
求
め
る
と
い
う
形
式
で
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
の
意
味
は
、
立
法
府
の
干
渉
は
、
条
約
の
締
結
の
効
力
そ

- 1;9ー
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、
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:
・
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よ
り
批
准



鋭

た
ん
に
そ
の
国
内
的
執
行
、
し
か
も
公
布
の
み
に
関
与
す
る
に
す
ぎ
ぬ
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
憲
法
の
明
文
は
、
慣
行
に
よ
り
、
政
府
に
有
利
に
変
更
さ
れ
た
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。

- 50ー

の
も
の
に
対
す
る
も
の
か
ら
排
除
せ
ら
れ
、

論

ω
回
宮
曲
目
口
"
の

g
z
e
b
g
E担

問

S
豊田
g
z
a
Z
S
F
P
S
E
u
-
-
問
4
0
・

間

嵐

広

v
o
p
F
a
骨

B
U
2
z
g
E
E目。
E
C
H
P
a
z
-冊
目

。

E
B
V『
48・
3
江
田
L
D
O
F
匂・

8
・

則
ナ
ポ
レ
オ
ン
を
議
長
と
す
る
国
務
院
の
席
上
、
吋
区
ぴ
伊
豆

gg
は
立
法
府
が
推
准
す
る
と
い
う
形
式
を
採
用
す
べ
し
と
し
て
意
見
が
対
立
し
た
が
、

ナ
ポ
レ
オ
ン
は
《
批
准
》
を
い
う
文
字
が
憲
法
の
明
文
上
寄
在
し
な
い
こ
と
を
強
調
、
痛
烈
な
反
対
を
述
べ
、
結
局
極
め
て
控
え
目
な
案
と
な
っ
た
。

区

r
g
P
8・
a
f
匂
・
毘
-

ω
メ
ス
ト
ル
(
冨

g許
可
申

)(Fazuub田
S
F
舎
。

U
E
Z
2
9
同Hon-
島
曲
目
。

2
2・
M
g
H
-
H
d，w
匂

-
N
B
S件。

{

ω

)

)

は
、
乙
の
憲
法
は
《
法
律
と
条

約
と
の
完
全
五
同
一
視
》
を
実
現
し
た
と
し
て
い
る
。
成
程
憲
法
の
明
文
か
ち
す
れ
ば
、
条
約
は
法
律
と
同
様
発
案
権
・
条
約
の
作
成
・
修
正
の
権
限
は

立
法
府
に
は
な
い
。
立
法
手
続
そ
の
も
の
が
す
で
に
極
め
て
政
府
に
比
重
が
か
か
っ
て
い
る
か
ら
、
条
約
締
結
手
続
を
そ
れ
と
同
一
視
し
て
も
、
困
難
は

生
じ
な
い
と
考
え
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
慣
行
(
少
く
も
り
ュ
ネ
グ
ィ
ル
条
約
)
の
示
す
と
と
ろ
に
よ
れ
ば
、
立
法
府
に
提
案
さ
れ
る
の
は
条
約
案

と
は
名
の
み
で
あ
っ
て
、
決
定
さ
れ
た
条
約
に
外
な
ら
ず
、
立
法
府
が
討
議
し
決
定
す
る
の
は
、
そ
れ
を
n
公
布
す
る
や
否
ゃ
に
つ
い
て
に
す
ぎ
は
い
。
と

す
れ
ば
法
律
の
作
成
に
つ
い
て
は
立
法
府
が
少
く
と
も
採
否
の
決
定
権
を
握
っ
て
お
り
、
そ
の
後
の
公
布
が
政
府
の
権
限
と
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
甚

だ
相
違
す
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
メ
ス
ト
ル
の
指
摘
は
共
和
三
年
憲
法
に
つ
い
て
の
場
合

(
4
・
2
宮
P
〔一一一ニ〕回。

g
(同
)
)
と
違
っ
て
憲
法
の
規
定

の
み
か
ら
す
る
と
き
は
完
全
に
正
し
い
が
、
慣
行
の
分
析
を
加
え
る
と
き
は
、
必
ず
し
も
そ
う
は
い
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。

門
四
六
]
l
lー
と
の
条
約
締
結
権
の
意
義

一
見
、
先
行
し
た
三
つ
の
共
和
制
的
条
約
締
結
手
続
と
殆
ん
ど
変
ら
な
い
よ
う
に
み
え
る
。
し

か
し
、
立
法
府
の
干
捗
を
一
定
種
類
の
条
約
に
限
定
し
た
ζ

と
、
更
に
慣
行
が
そ
の
干
渉
を
単
な
る
園
内
的
執
行
(
公
布
の
)
要
件
に
偏

条
約
締
結
権
に
関
す
る
か
ぎ
り
で
は

下
せ
し
め
た
こ
と
に
お
い
て
、
先
行
す
る
共
和
制
的
条
約
締
決
手
続
と
の
相
違
は
、
決
定
的
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
は
条
約
締
結
構
及
び
そ
の
国
内
的
執
行
を
皇
帝
又
は
国
首
の
専
権
に
属
せ
し
め
た
手
続
よ
り
は
よ
り
少
な
く
権
威
主
義
的
だ
と
は



<< 

、

言
え
る
だ
ろ
う
が
、
憲
法
の
明
文
上
は
国
王
の
専
権
と
さ
れ
た
条
約
締
結
手
続
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

一
定
の
条
約
の
国
内
的
執
行
に
つ
い

て
確
実
な
干
渉
を
慣
行
上
議
院
が
行
な
う
に
至
っ
た
両
日
V

ヤ
ル
ト
の
下
の
そ
れ
よ
り
は
、
決
し
て
よ
り
少
な
く
権
威
主
義
的
だ
と
は
言
え

な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
憲
法
の
下
に
お
け
る
条
約
締
結
手
続
は
、
先
行
す
る
共
和
的
条
約
締
結
手
続
と
の
規
定
上
の
類
似
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
帝
(
君

主
)
制
約
原
理
に
よ
り
大
き
く
傾
い
た
、
-
折
衷
的
手
続
を
機
能
せ
し
め
た
と
い
え
よ
う
。

一
八
三
一
年
ベ
ル
ギ
ー
憲
法
の
条
約
締
結
手
続
は

こ
の
憲
法
の
そ
れ
か
ら
影
響
を
受
け
た
と
い
わ
れ
る
。

(1) 

同・

0
・
区

aga-国
5
2
E
a
S
Fご
担
当
日
ロ

E
t
o
E
-
g
-
F
S
ω
N・
H6・
HN∞・
5
4・

(3) 

第

二

節

一
入
七
五
年
憲
法
法
律
と
条
約
締
結
権

フランス憲法史における条約と国内法

【
四
七
]
|
|
議
院
制
の
規
定

二
月
二
回
目
、

二
月
二
五
日
、

七
月
一
六
日
の
三
法
律
に
よ
っ
て
組
立
て
ら
れ
る
と
の
憲
法
は
、
先
行
す
る
諸
憲
法
の
よ
う
に
人
権
を

宣
言
し
憲
法
原
則
を
先
ず
掲
げ
て
体
系
的
に
構
成
せ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
制
憲
議
会
に
お
い
て
、

互
に
決
定
的
な
支
配
力

を
も
ち
え
な
か
っ
た
君
主
主
義
者
と
共
和
主
義
者
と
の
取
引
の
妥
協
的
帰
結
で
あ
る
と
と
も
に
、
憲
法
慣
行
の
経
験
的
産
物
で
あ
り
、

(
1
J
 

た
慣
行
に
よ
っ
て
補
充
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
憲
法
で
あ
る
。

国
民
主
権
の
宣
言
は
な
い
け
れ
ど
も
、
国
民
は
普
通
選
挙
に
よ
っ
て
、
立
法
二
院
の
議
員
を
直
接
又
は
間
接
に
選
挙
し
、
純
代
表
制
を

通
じ
て
主
権
を
行
使
す
る
と
い
う
意
味
で
は
、
国
民
主
権
で
あ
る

d

憲
法
は
明
確
に
議
院
制
を
採
用
し
た
。
す
な
わ
ち
、
議
院
に
対
し
て
政
治
的
に
無
責
任
な
大
統
領
が
存
在
し
、
大
臣
を
任
免
す
る
以
外

/ 

ま

- 51ー



説

は
、
大
臣
の
副
署
に
よ
っ
て
行
為
す
る
。
そ
し
て
ブ
ラ
シ
ス
憲
法
史
上
は
じ
め
て
、
大
臣
は
両
院
に
対
し
て
政

E

附
の
一
般
政
策
に
つ
き
連

帯
的
に
、
彼
ら
の
個
人
的
行
動
に
つ
き
個
人
的
に
責
圧
を
負
う
(
一
一
月
二
五
日
法
六
条
)
と
い
う
、

- 52ー

議
院
制
の
基
本
原
理
を
明
文
を
も
っ
て

論

規
定
し
た
。
大
統
領
と
両
院
と
は
法
律
の
発
案
権
を
共
有
し
〔
同
一
二
条
文

大
統
領
は
上
院

(ω
雪
印
門
)
の
同
意
を
え
て
代
議
院
を
解
散
し
う

る
(
周
五
条
)
。
大
臣
は
議
院
に
出
席
し
発
言
す
る
権
利
を
有
す
る
(
七
月
一
六
日
法
六
条
)

O

制
憲
議
院
に
お
け
る
多
数
が
期
待
し
て
い
た
の
は
、

る
、
二
元
主
義
的
議
院
制
だ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

七
月
壬
制
に
お
け
る
そ
れ
の
よ
う
に
議
院
と
対
抗
し
う
る
強
力
な
大
統
領
を
有
す

ω
「
田
町
田
司
ユ
宵
少
沼

E
g
-
-
r
ι
g
F
gロ
田
広
吉
け
写
ロ
ロ
。
r
H
ι
由

H
F
P
H
u
h
-
同

Y
M
m
u
・

問
国
民
は
憲
法
制
定
改
正
行
為
に
す
ら
参
加
し
な
い
。
憲
法
改
正
は
各
院
の
絶
対
多
数
に
よ
り
発
議
せ
ら
れ
、
両
院
合
同
の
国
民
議
会
の
絶
対
多
数
で
議

決
す
る

o
p
-
b
gグ
同
VHみ
白
山

F
同V
H
Y
N
S
I
N
H
∞・

同

4a色
"
の

g
a
-
-
3・N

4由
i
N

∞H
・

[
四
八
]
ー
ー
そ
の
条
約
締
結
権

二
月
二
五
日
法
三
条
は
《
外
国
の
使
節
及
び
大
使
は
彼
(
共
和
国
大
統
領
)
よ
り
信
任
状
を
授
与
さ
れ
る
》
と
規
定
す
る
。

七
月
一
六
日
法
人
条
は
、
《
共
和
国
大
統
領
は
条
約
を
商
議
し
批
准
す
る
。

彼
は
国
家
の
利
益
と
安
全
が
許
す
な
ら
ば
直
ち
に
そ
れ
を

両
院
に
通
告
す
る
。
平
和
・
通
商
条
約
、
国
家
の
財
政
を
拘
束
す
る
条
約
、
外
国
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
入
の
身
分
的
地
位
及
び
財
産
権
に

関
す
る
条
約
は
、

二
院
に
よ
っ
て
議
決
さ
れ
た
後
で
な
け
れ
ば
決
定
的
(
伝

m
E
E
g
と
は
な
ら
な
い
。

い
か
な
る
領
土
の
割
譲
・
交
換

附
加
も
法
律
に
よ
っ
て
で
な
け
れ
ば
行
な
わ
れ
え
な
い
》
と
規
定
し
た
。

共
和
国
大
統
領
は
対
外
的
な
ブ
ラ
シ
ス
の
代
表
者
で
あ
り
、

商
議
権
、
批
准
権
は
彼
の
専
権
に
嵩
す
る
。
条
約
締
結
は
原
則
と
し
て
大



統
領
の
み
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
、

と
い
う
規
定
の
仕
方
で
あ
る

Q

大
統
領
は
秘
密
条
約
締
結
権
を
有
す
る
。
両
院
に
対
す
る
条
約
締
結
の
通
知
の
時
期
は
、

大
統
領
の
裁
量
に
ょ
っ
て
決
定
せ
ら
れ
、

か
も
そ
の
時
期
は
無
期
限
に
延
長
可
能
な
の
で
あ
る
か
ら
。

次
い
で
、
大
統
領
だ
け
で
条
約
を
締
結
す
る
と
い
う
原
則
に
対
し
、

て
い
る
。
そ
の
列
挙
は
制
限
的
に
解
さ
る
べ
き
で
あ
る
。

例
外
と
し
て
、

一
定
の
条
約
に
対
す
る
二
院
の
干
渉
が
要
求
さ
れ

こ
の
二
院
の
議
決
の
後
で
な
け
れ
ば
〈
決
定
的
V

と
は
な
ら
な
い
と
い
う
術
語
の
意
義
は
明
瞭
を
欠
く
。

の
効
力
そ
の
も
の
の
発
生
要
件
で
あ
っ
て
、
単
な
る
条
約
の
国
内
的
執
行
要
件
た
る
に
止
ま
ら
な
い
、

と

解
すし
べか
きし
で こ
あ の
る5議
。決

v"I 

条
約

(3) 

こ
の
条
約
締
結
手
続
は
、

同
盟
、
政
治
条
約
一
の
よ
う
に
重
要
な
も
の
で
あ
っ
て
も
)
議
院
の
議
決
を
必
要
と
し
な
い
と
い
う
意
味
で
、
君
主
的
条
約
締
結
様
式
の
制

限
で
あ
り
、
同
時
に
共
和
的
条
約
締
結
様
式
の
緩
和
で
あ
る
。
折
衷
的
成
い
は
中
庸
的
解
決
と
さ
れ
る
所
以
で
あ
る

一
定
の
条
約
の
締
結
そ
の
も
の
に
議
院
の
干
渉
を
要
求
す
る
が
、
他
の
種
類
の
条
約
に
つ
い
て
は
(
そ
れ
が

フランス憲法史における条約と国内法

し
か
し
、
政
府
の
政
治
的
責
任
を
追
求
す
る
と
い
う
議
院
制
の
一
般
的
統
制
手
続
が
予
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
重
.
安
で
あ
る
。
大
統
領

の
条
約
締
結
権
に
対
す
る
議
院
の
統
制
は

二
重
に
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う

Q

一
定
の
条
約
に
う
き
直
接
的
に
、

そ
し
て
ま
た
す
べ
て
の
条

約
に
つ
き
間
接
的
に
。

川
。
匝
司
芯
岳
民
巳

z
a
W
E
E
-
由
何
事
。
由
回
目
。
出
品
。

z
g
]
Oロ
思
想
白
骨
包

0・
E
同日

mwgguコ
H
B
F
H
Y
H
2・

向
切
脚
立
志

ZgM3
匂
宮
6
0
5
a
o
a
旬。

E
s
s
e
g口問
pgMH24・
H)・
問
。
閉
山
回
目
立

F
b
z
a
s
U
S
N
-
P包
忠
宏
身
。

z
n
o
g去
百
件
目
。

B
曲目・

回出回白、同】・∞凶由・

同
冨
目
白
押

MOFOM】

-nFWMYNω
明
・
立
法
過
程
、
及
び
原
則
托
対
す
る
例
外
と
い
う
乙
と
の
コ
ロ
ラ
リ
ー
と
し
て
列
挙
の
制
限
的
性
質
を
説
明
す
る
。

国
認
富
山
師

"
E
b
g
g宮
内
凶
申
号
。

E

g口
事
広
三

-ORMO--
∞
@
E
-
H
U
H品凶匂・

4
E
U
巴

gmaF
時
一
円
包
芯
倉
野
3
け

g
ロ
忠
彦
三
日
。
ロ
ロ

a・
8B-Amw し
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説論

同
】
・
貝
沼
山
田

gzod--v芯
ロ
山
田
島

o
e
aけ
g
ロ
邑

g
p
uロロ由
FMA出・・

MMRUwm日5uコ
H由
MDu
匂
-
S品
山
凶
mw
司
HFbrg可
申
け
り
C
O
N
・4

司富山広・

E
g・

-v-B4・
圧
倒
的
通
説
で
あ
る
。

(吉伸
F
2
8
0
P
8・
白
山
了
匂
・
ロ

u
p
r冨
2
8
F
H
V円
b
g
b
H恥
g
g
E
B
P
ι
g
x
gロ
回
忌
宮
位
。
口
出
品
]
日
開
島
"
同
∞
匂
4
・
40--pgd-

N
S・
四
日
刊
・
邑

O
V
8・
8
・ロ

-f
苫・

NNUlN8・

同
一
八
四
八
年
憲
法
の
そ
れ
と
同
じ
術
語
を
採
用
し
た
。
ぐ
-
mロ》『
P
[
二
六
]

間
一
八
七
五
年
憲
法
が
両
シ
ヤ
ル
ト
の
慣
行
を
一
歩
進
め
た
発
明
。
∞
名
町
内

F
F
m
司
D
Z
ι
g
n
z
gぴ
志
田

E
M
M
a
E《

凶

0
4
g
品目立。自由-仲間

s
d
o
e
s

目
。
芯
肉
目
白
骨
宮
司

-
g
s
E
5
岡
田
凶
。
占
-
M閉
山
富
ロ

g
p
o匂
-
a
f
v
.
H
8・
乙
の
点
に
つ
き
詳
し
く
は
〈

-
Z
E
宍
一
ニ
]

刷
革
命
の
諸
憲
法
は
(
一
七
九
一
年
、
共
和
三
年
)
同
盟
条
約
を
例
示
す
る
。
共
和
八
年
憲
法
の
制
限
的
列
挙
に
お
い
て
も
、
同
盟
条
約
が
立
法
府
の
千

渉
を
要
求
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
き
れ
る
。
」
〉
由
民
間

}g[四
五
]

M
W

《
一
八
七
五
年
憲
法
は
、
君
主
制
を
設
立
す
る
カ
の
な
い
多
数
の
君
主
主
議
者
と
、
少
数
の
共
和
主
議
者
と
の
聞
の
、
ま
た
事
物
が
必
然
の
力
に
よ
っ
て

課
せ
ら
れ
た
、
取
引
の
結
果
で
あ
る
。
憲
法
の
す
べ
て
の
根
本
的
な
問
題
に
つ
い
て
、
憲
法
は
妥
協
的
解
決
を
採
用
し
た
。
対
外
政
策
の
指
導
に
関
す
る

事
項
に
つ
い
て
は
と
り
わ
け
そ
う
で
あ
る
》
。
∞
号
一

ph出
品
目

MJ
匂
b
g
o
S
E
Z
2
旬
。
ロ
広
告

HAW
叩仲

g
口問町一

0・同
v-HωN・

憲
法
制
定
前
に
条
約
締
結
に
対
す
る
多
く
の
案
が
あ
っ
た
。
切
可
。
ぬ

-S(〈
己
申
宮
司
宮
内

8
4
m
g
o
s
gけ
念
日
担
問

J
1
8
2
L∞
g
・
4。
ヶ
ど
で
は
一
八

三
O
年
の
シ
ヤ
ル
ト
の
よ
う
に
国
王
の
専
権
に
属
せ
し
む
べ
し
と
す
る
。
小
切

gmH-Z
は
、
一
八
七
四
五
月
一
五
日
の
国
民
議
会
に
、
大
統
領
が
商
議
し

締
約
し
た
条
約
を
一
種
の
上
院
(
何
日
ロ
晶
，

g
回
目
冊
目
ど
が
批
准
す
る
、
と
い
う
様
式
を
提
案
し
た
が
否
決
さ
れ
た

QP-b40aeMVMHgeHF帥
司

E
ロ
g

ロ
o
g
4
a
F
M∞
8
・匂

-M師
会
は
、
例
外
な
く
立
法
府
の
承
認
を
要
す
る
と
す
る
。
り
え

g
M
g
(吋
広
角
田
の
政
府
)
も
一
八
七
一
一
一
年
五
月
一
九
日
、
い
か
な

る
条
約
も
両
議
院
に
よ
り
承
認
さ
れ
た
後
で
な
け
れ
ば
決
定
的
と
は
な
ら
な
い
と
い
う
、
一
八
四
八
年
の
憲
法
の
方
式
を
提
案
し
た
が
否
決
せ
ら
れ
た
。

- 54-

[
四
九
]
|
|
l
議
院
制
の
進
展
と
衰
兆

こ
の
憲
法
は
先
行
諸
憲
法
と
は
異
な
っ
て
六
五
年
の
長
命
を
維
持
し
え
た
。
そ
の
聞
の
議
院
制
の
進
化
と
衰
運
の
跡
を
論
じ
尽
す
こ
と

は

と
と
で
可
能
で
も
な
け
れ
ば
任
務
で
も
な
い
。
た

r
制
度
の
実
際
の
傾
向
を
、
必
要
の
範
囲
で
簡
単
に
指
摘
す
る
に
止
め
る
。

一
八
七
七
年
の
《
五
月
一
六
日
事
件
》
は
、
《
制
度
の
真
の
変
革
》
を
も
た
ら
し
た
と
一
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
二
元
主
義
的
議
院
制
の
慣
行



の
生
長
を
決
定
的
に
阻
止
し
た
。
す
な
わ
ち
、
爾
米
大
統
領
の
解
散
権
は
死
文
化
す
る
に
至
る
と
と
も
に
、
大
臣
の
任
免
権
は
専
ら
名
目

的
な
も
の
に
帰
し
、
実
質
的
に
は
議
院
の
多
数
が
そ
れ
を
行
な
う
こ
と
と
な
る
。
か
く
し
て
議
院
は
そ
の
多
数
の
信
任
を
有
す
る
者
を
し

て
組
閣
せ
し
め
、
政
治
責
任
を
通
じ
て
統
制
し
、
不
信
任
決
議
に
よ
っ
て
辞
職
せ
し
め
る
と
い
う
一
元
主
義
的
議
院
制
が
慣
行
上
確
立
す

る
。
大
統
領
は
実
質
的
決
定
権
の
殆
ん
ど
す
べ
て
を
失
な
い
、
忠
一
言
を
与
え
る
役
割
を
果
す
に
す
辛
口
な
く
な
っ
た
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。

政
府
の
政
治
責
任
を
追
求
し
こ
れ
を
倒
す
こ
と
は
、
代
議
院
の
み
で
な
く
、
上
院
も
こ
れ
を
行
い
、
更
に
院
内
の
諸
委
員
会
も
そ
の
統

制
を
加
重
す
る
。
一
八
七
七
年
以
来
、
大
統
領
に
よ
る
解
散
が
失
効
し
た
と
は
し
て
も
、
政
府
に
よ
る
解
散
が
あ
り
え
た
訳
で
あ
る
が
、

そ
れ
も
遂
に
行
な
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
こ
に
最
高
機
関
と
し
て
極
め
て
強
い
議
院
と
、
そ
れ
に
従
属
す
る
極
め
て
弱
く
そ
し
て
政
変
め

ま
ぐ
る
し
い
内
閣
に
特
徴
づ
け
ら
れ
る
フ
ラ
ン
ス
型
議
院
制
を
現
出
せ
し
め
る
。
そ
こ
に
は
、
本
来
君
主
主
義
的
な
性
格
を
有
す
る
二
元

(3) 

主
義
的
議
院
制
に
み
ら
れ
る
議
院
と
政
府
と
の
対
立
平
衡
関
係
が
失
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
勿
論
、
憲
法
慣
行
を
法
律
的
観
点
か
ら
み
る

ひ
と
し
く
一
元
主
義
的
議
院
制
で
あ
り
な
が
旬
、
政
府
の
自
由
な
解
散
権
の
行
使
に
よ
っ
て
、
実
際
上
強
力
な
政
府
を
機
能
せ

フランス憲法史における条約と国内法

と
き
は
、

L
め
て
い
る
イ
ギ
リ
ス
型
議
院
制
に
み
ら
れ
る
議
院
と
政
府
聞
の
平
衡
関
係
も
な
い
。
こ
の
平
衡
関
係
を
議
院
制
の
メ
ル
ク
マ
ア
ル
と
す

る
立
場
か
ら
は
、
こ
の
フ
ラ
ン
ス
型
議
院
制
は
〈
不
完
全
》
《
不
真
正
》
の
議
院
制
、
或
い
は
議
院
制
の
《
歪
曲
》
と
呼
ば
れ
、
或
い
は
議

院
の
統
制
の
《
濫
用
》
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、

こ
の
よ
う
な
議
院
制
を
機
能
せ
し
め
た
根
本
的
な
原
因
ほ
、
法
律
論
の
枠
を
超
え

た
と
こ
ろ
に
、
す
な
わ
ち
、
政
党
の
数
と
そ
の
構
造
、
思
想
(
心
理
)
的
背
景
ー
ー
ー
特
に
執
行
権
に
対
す
る
不
信
、
経
済
的
社
会
的
構
造

等
に
深
く
探
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
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大
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仲
田
・
)
は
上
院
は
、
政
府

K
よ
り
解
散
さ
れ
え
な
い
の
だ
か
ら
そ
れ
を
倒
す
一

権
能
は
な
い
と
強
く
主
張
す
る
。
己

a
E
(甲

sb・け
-
Z・匂・∞
8

2
回
)
は
、
両
院
の
権
能
の
平
等
と
い
う
立
場
か
ら
、
反
対
し
て
い
る

o
F註
与

(。℃

-nHFUM必
・
ロ
4
・
忠
明
白
酔
伊
)
は
両
説
と
も
極
端
に
過
ぎ
る
と
し
、
中
庸
的
解
決
を
提
承
、
上
院
の
倒
閣
の
権
能
は
否
定
し
え
な
い
が
、
そ
の
権
能
の

濃
度
は
劣
っ
て
お
り
、
政
府
が
権
威
を
欠
い
た
重
大
な
事
態
の
例
外
的
事
情
に
お
い
て
の
み
、
そ
れ
が
働
き
う
る
と
し
、
先
例
を
挙
げ
て
実
証
す
る
。

回
《
実
際
、
五
月
一
六
日
の
先
例
は
大
統
領
の
解
散
(
品
目
回
目
。

-
a
zロ
胃
恥
田

Esso--由
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に
の
み
関
す
る
。
そ
れ
は
政
府
の
解
散

(aaozgo白
内

2
4
0・

E
g
g
s
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o
)
に
ふ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
後
者
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
が
ご
と
く
、
そ
の
位
置
を
占
め
る
に
至
り
え
た
し
、
叉
至
る
べ
き
だ
っ
た
の

た
が
》
界
四
回
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仲
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σ
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お
け
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単
純
な
命
令
服
従
関
係
と
ち
が
っ
て
、
議
院
制
に
お
け
る
政
府
の
議
院
の
従
属
性
は
、
政

治
責
任
を
媒
介
と
し
、
政
府
に
な
お
《
イ
ニ
シ
ャ
チ
ヴ
と
衝
撃
V

の
役
割
が
割
あ
て
ら
れ
て
い
る
。

m
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宮
沢
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執
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強
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国
家
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ぴ
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V
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宮
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・

MgjNE)
は
、
議
院
制
(
彼
の
言
一
う
宣
(
正
の
す
な
わ
ち
ご
元
主
義
的
)
は
共
和
制
と
は
調
和
し
難
い
と
し
、
そ
れ
は
本
来

君
主
制
の
も
の
で
あ
り
、
民
選
議
院
の
威
信
と
王
冠
(
そ
し
て
恐
ら
く
は
貴
族
)
の
威
信
と
が
結
合
し
て
い
る
状
態
が
、
議
院
制
の
絶
対
条
件
た
る
権
力

の
均
衡
の
前
提
ど
と
す
る
。
同

H
b
u
o
B
5
z
h
w
g
p目
。

S
4
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出
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目
目
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も
、
議
院
制
は
本
質
に
お
い
て
君
主
制
の
レ
フ

l
ム
で
あ
っ
た
一
八
七
五
年
憲
法
の
制
定
者
の
多
数
は
君
主
主
義
者
だ
っ
た
こ
と
を
指

摘
す
る
。
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同
国
恒
三
vbmgu可

s
u
g冊目"・吋円
a
A
F
b
J

同】同M

・
4
H
N
S
由・

側
宮
沢
教
授
(
議
院
内
閣
制
の
イ
ギ
リ
ス
型
と
フ
ラ
ン
ス
型
鴫
匂
・
ロ
N
)

は
、
フ
ラ
ン
ス
の
議
院
制
を
、
。
酔
司
円
恥
円
四
四
昌
弘
σ出
品
の
よ
う
に
、
正
常
の

g
o呂
田
戸
)
議
院
制
と
呼
ぶ
か
否
か
は
、
《
主
と
し
て
用
語
の
問
題
で
あ
る
。
第
三
一
共
和
制
の
制
度
と
イ
ギ
リ
ス
の
そ
れ
と
の
ち
が
い
を
認
識
す
る
こ
と
は
重

要
で
あ
る
が
、
そ
の
い
ず
れ
を
正
規
あ
る
い
は
正
常
と
考
え
、
い
ず
れ
を
非
正
規
と
み
る
か
は
そ
う
重
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
》
と
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ

は
《
主
と
し
て
用
語
の
問
題
V

た
る
ば
か
り
で
な
く
、
政
治
的
評
価
の
相
違
に
帰
す
と
い
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
口
同
・
回
以
口
付
0
・
mHbg@ロ仲間・・
M
M

・
8
白・

制
民
・
開

ghw。
呂
田
S
5・
8
・
a
f
M
M・
2
一
〈

ao--O匂・ロ
F
宅
・
∞

H40Z-u
別由品目

-s・
8
・ロ

F
Z
-
N
8
2
目
・
山
宮
沢
、

8
・
a
F
ら同
γ

ロ∞
j

H
N
0
・

こ
れ
を
要
す
る
に
、
両
院
及
び
諸
委
員
会
は
、
調
査
、
質
問
、
代
表
質
問
等
の
統
制
手
段
に
よ
っ
て
、
政
府
に
対
す
る
徹
底
的
な
(
或

は
過
度
の
〉
統
制
を
行
な
い
え
た
し
又
行
な
っ
た
と
い
え
る
む

ω

二
O
世
紀
に
は
い
り
、
特
に
第
一
次
大
戦
後
は
、
深
刻
な
社
会
的
・
経
済
的
危
機
を
克
服
す
る
た
め
に
、
強
力
な
執
行
権
が
必
要
と
さ

法
れ
た
。
一
九
三
四
年
の
ド
ウ
メ
ル
グ
の
憲
法
改
正
案
は
、
そ
の
よ
う
な
国
家
改
造
の
輿
論
を
組
織
的
に
具
体
化
せ
ん
と
す
る
も
の
だ
っ
た

i

闘
が
、
否
決
せ
ら
れ
て
し
ま
う
。
ブ
ラ
シ
ス
に
お
け
る
執
行
権
の
強
化
は
、
あ
く
ま
で
も
フ
ラ

γ
ス
型
議
院
制
を
維
持
し
つ
つ
そ
の
枠
内
で
、

ル

』

ヘ

9
J

、

鮒
必
要
に
迫
ら
れ
て
、
断
片
的
に
、
し
か
も
常
に
激
し
い
反
対
を
あ
び
な
が
ら
実
現
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
は
判
て
い
る
。
最
も
注
目
さ
れ
た

同
の
は
、
デ
ク
レ
・
ロ
ワ
の
慣
行
で
あ
り
、

ぉ
‘乙史法憲スン-7 

ヲ

一
九
一
二
四
年
以
降
そ
れ
は
常
態
化
し
、
授
権
範
囲
は
箸
る
し
く
広
汎
と
な
る
。

し
か
し
そ
れ
ら

は
結
局
制
度
を
救
済
し
う
る
も
の
で
も
な
か
っ
た
。
こ
の
議
院
制
の
終
鴬
は
敗
戦
を
契
機
と
に
し
た
が
、

円相び

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
深
刻
な
原
因
は
既
に
準
備

側
宮
沢
俊
義
、
執
行
権
の
強
化
l
概
観
な
ら
び
に
わ
が
国
、
国
家
五
四
巻
九
号
(
一
九
三
O
)
匂
・
ロ
昌
一

一
士
号
(
一
九
三
六

)
E
y
s
a
i
H
N∞
HU
刑
都
荘
、

0匂
-
n
F
冨
y
ロ
8
・
ロ

8
・

立
法
の
委
任
に
つ
い
て
、
公
法
雑
誌
、
ご
巻

- 57ー



昨'j."'

説

聞
大
統
領
に
代
議
院
の
解
散
権
を
与
え
る
。
但
し
そ
の
任
期
の
最
初
の
一
年
聞
に
お
け
る
解
散
に
は
上
院
の
同
意
を
要
す
る
と
し
た
。

側
宮
沢
俊
義
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
国
家
改
革
論
」
、
転
回
期
の
政
治
、
宮
y
ω
8
2
田・

四
刑
部
在
、
。
匂
-
n
F酔・

-u・
口
町
田
U

デ
ク
レ
・
ロ
ワ
に
つ
い
て
、
比
較
法
雑
誌
一
号
(
一
九
一
二
九
)
宅

-Huoa
∞-
u

切

4Hagg
弓司曲目。

b
f
m
a
g
s

F
E
S
S
F
2・句・白
N
S
は
、
第
三
共
和
制
の
最
後
の
二

0
年
間
に
は
九
議
会
の
優
位
と
い
う
特
質
問
制
度
の
現
実
に
全
く
対
応
し
江
く
な
っ
て

い
た
、
と
す
る
。

帥
句
芯
S
F
H
V芯白山田・・

-
M
-
N
8・
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論

[五
G
]
1
1
4条
約
締
結
権
に
対
す
る
議
院
の
直
接
的
統
制

憲
法
は
《
立
法
者
に
と
っ
て
、
国
家
を
拘
束
す
る
こ
と
最
も
重
大
な
性
質
を
有
す
る
も
の
と
し
て
、

り
え
な
い
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
た
》

ま
た
公
聞
に
付
し
て
も
危
険
は
あ

一
定
種
類
の
条
約
に
対
し
て
の
み
、
議
院
の
直
接
的
な
干
渉
を
必
要
な
ら
し
め
た
。

以
下
に
お
い
て

こ
の
議
院
の
干
渉
の
態
様
、
性
質
、

を
学
説
・
慣
行
に
よ
っ
て
補
充
し
つ
つ
明
ら
か
に
し

そ
の
及
ぶ
条
約
の
範
囲
、

ょ
う
。議

院
の
干
渉
は
慣
行
上
次
の
様
式
の
法
律
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
《
共
和
国
大
統
領
は
(
文
面
以
下
の
ご
と
ま
条
約
を
)
、
批
准
し
、

必
要
に
応
じ
て
、
執
行
せ
し
め
る
こ
と
を
、
授
権

(
E
Z江
田
叩
吋
)
せ
ら
れ
る
》
。

ま
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削
承
認
な
ら
ば
、
議
院
の
単
な
る
決
議
で
足
り
る
と
と
ろ
を
、
法
律
形
式
を
用
い
た
の
は
、
執
行
機
関
の
活
動
は
、
法
律
か
ら
生
ず
る
担

Mg江
田
脚
色
。
ロ

に
基
づ
く
べ
き
で
あ
る
と
い
う
憲
法
の
一
般
的
、
ν
ス
テ
ム
に
も
と
づ
く
、
と
さ
れ
る
。

P
円
芯
号
旨
即
日
宮
品
L
V
E
き
E
S
と
由
伸
広
S
Z
窓
口
恥
-

g
Z
宕

E
u
g
?
?
P
E
Y
E
C
l
E
H・
乙
の
法
律
案
は
外
交
委
員
会
が
作
成
す
る
。

学
説
は
次
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
。
す
な
わ
ち
、
批
准
を
す
る
の
は
議
会
で
は
に
川
。
こ
の
法
律
の
議
決
は
、
大
統
領
の
憲
法
的
権
限

た
る
批
准
に
先
立
っ
て
、
そ
れ
を
授
権
す
る
形
式

2
2
B包
吉
川

E
Z
E
8
8
)
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て

そ
れ
は
条
約
を
実
質
的
に
法
律



~ 

に
変
え
る
効
果
を
も
つ
も
の
で
は
な
い

こ
の
授
権
法
律
に
、
条
約
の
条
項
そ
の
も
の
に
対
す
る
修
正
を
附
加
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
両
院
の
議
院
規
則
は
、

年
の
方
式
を
そ
の
ま
ま
採
用
し
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
条
約
の
批
准
を
一
括
し
て
授
権
す
る
か
拒
否
す
る
か
、
或
い
は
一
定
の
条
項
に

一
八
五

が不
看満
取あ
さる
れ A 場
る主合

土

理
由
を
付
し
て
批
准
の
授
権
を
延
期
す
る
か
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
、
通
常
の
法
律
の
制
定
手
続
と
の
著
る
し
い
相
違

学
説
上
、
議
院
に
よ
る
条
約
の
修
正
の
禁
止
は
、
議
院
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
条
約
が
、

一
定
の
条
項
の
修
正
の
後
に
の
み
執
行
さ
れ

る
と
い
う
留
保
を
ふ
す
る
こ
と
を
大
統
領
が
受
容
し
、
討
議
に
付
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
与
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
条
約
の
間
接
的
な
、
そ

実
際
行
な
わ
れ
た
例
は
稀
で
あ
り
、
そ
の
性
格
も
解
釈
的
な
も
の
に
限
定
さ

(3) 

し
て
政
府
の
同
意
を
条
件
と
す
る
修
正
と
も
い
え
よ
う
が
、

れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

フランス憲法史における条約と園内法

同

こ

の

点

κ
っ
き
、
議
院
に
よ
る
批
准
を
語
っ
て
い
る
不
正
確
な
若
干
の
判
例

3
8田・

2
日5
・
∞
包
公
民
∞
P
F
2
2守
の
耳
切
由
口
広
角
ロ
・
民
吉
・
句
E
E
F

ロ
・
尽
き
・

M-M∞
胡
)
が
あ
る
が
、
司
法
及
び
行
政
裁
判
所
の
判
例
で
は
、
議
院
の
干
渉
は
、
大
統
領
に
よ
る
条
約
の
批
准
の
授
権
で
あ
る
こ
と
を
分
析
し

て
い
る
も
の
が
あ
る

(OH・。。
g吋
q
p震
X
L
品
。
司
目
立

P
M∞
]
匝
ロ
4
・
5
M由
w

嗣

HOUmEH12
∞
Oロ・島
g
C田
Z
g
m
o
E
g
M
X
ロ
∞
Oロ
・
割
。
白
目
白
区
別
。
ロ
自
己
デ

m・
5N4・
N
-
F
Z
Z吉
伸
教
授
ノ
l
ト
u

。
-
q
回

g
F
4
念ロ・

5
罪
民
。
g
z
旨

Z
R
Z
S
P

阿
0

・
MM-HHg)・

同
富
山
口
吉
田
己
目
M-ox--

同

V-MB
山
の
酔
吋
広
島
田
旨
と

Z
8
c
s
z
gけ目。ロ・け
-
F
喝
・
目
白

g
F

問
。
冨
吋
HO由
切
。
回
園
田
曲
目
FHVユ
ロ
ロ
ザ
8
・匂
-
N
N
T
《
問
題
の
方
式
た
る
議
決
は
、
大
統
領
が
意
の
ま
ま
に
批
准
す
る
乙
と
の
授
権
を
行
う
の
み
で
あ
る
、

法
律
の
議
決
は
そ
れ
を
公
布
す
る
義
務
を
生
ぜ
じ
め
る
の
だ
が
》

o
p
冨
g

R
《
F
g
g
F
2
2
r
e
o
-
Z
5
0
3白
V
J
Fロ・

ι
g
g
a
g
-
凶
器
戸

当・

8
g
-
∞
∞
込
・
践
。
山
口
同
宮
山
?
甲
也
容
仲
・

2
-
-
g岡
山
切
自
営

S

F
色
。
ロ
ロ
日
ロ
回
目
。
白
島
市
聞
け
互
S
Y
M
H
Oロ
・
皆
目
。
c
g
F
H
S
a
-
-
ヲ
町

44h

F
o
-
F
H
Vゑ
ロ
同
国
営

e
o
Z
島
市
白

m
g
p
け
戸
昌
宏
・
旬
。
品
目

4・

刷
《
大
統
領
に
批
准
の
目
的
で
与
え
ら
れ
る
議
院
の
授
権
は
、
条
約
自
身
を
フ
ラ
ン
ス
法
律
に
変
え
る
色
の
で
も
な
け
れ
ば
、
更
に
条
的
が
定
め
る
諸
規
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則
を
園
内
法
の
諸
規
則
に
李
え
る
の
で
も
な
い
》
の
常
広
含
匡
弘
吉
括

-
F
F
E・
2
宮

g
即
時
《
〉
ロ
宕

-Edo-DU志
向
宮

b
E
F
H由
帥

y
w
-
H
a
u
pロ，

Z

E神
宮
口
・
け
戸
同

U
N
o
-
-
E
F
Z宮
崎
町
付
入

E
田
S
F
S
Z
S
宕
田
同

)
S
S
E
a
-
g
宵
包
芯
回
全

Z
O
B
g
z
g
f
品
自
由
民

b
v
pぬ
8
9
3都

営
冨
胆
-
Z品・

Hug-MM・
念
品

加
上
院
規
則
七
三
条
、
代
議
院
規
則
=
三
条
三
一
項
・
四
項
一
《
討
議
の
後
議
院
が
考
慮
す
る
と
き
は
、
彼
女
は
移
送
を
宣
言
す
る
。
第
二
討
議
に
際
し
て

委
員
会
は
、
そ
の
検
討
が
移
送
さ
れ
た
と
乙
ろ
の
争
わ
れ
た
種
々
の
条
項
に
つ
い
て
、
全
体
的
な
報
告
を
行
う
が
、
そ
れ
ば
印
刷
し
配
布
さ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
ο

委
員
会
は
法
律
案
の
採
釈
か
否
決
か
或
は
延
期
か
を
結
論
す
る
》
。
両
者
は
殆
ん
ど
同
じ
。
同
己
間
宮
。

E
2
2・
4
司
自
広
含
母
色
付
句
色

E
Gロ
0・

b広三。吋
M
L
S
M
M
E
F
m
g
g
gぽ
p
m
s
E
-
岡山耳目

PHUHU・匂
-Hog-EHM-

刷
〈
・
由
回
目
出
-
P
[
三
七
]

仰

害

白

5・
0喝

a
f
唱・

M
g
u
回
-
E
3
9
畠
・

2
4
3・
8
M
1
8∞
一
回

E
g
g
-
-匂・

2
7
匂・
4
白

4

h

h
申
告

'
F
o
g
-
o
の
9
E戸

(
E吋
o
z
s

。
E
B
V
Z由
。
ロ

g
注目

p
g
合
唱
。

5
5己
申
由
同
骨

b
z
g司
タ
阿

H04・
宮
島

5
日付回

E
E
F
5
8・ロ
OAF-
℃
・
君
。
)
ば
、
条
約
の
承
認
に
お
い
て
議
院
は
阻

止
す
る
権
能

(
F
2
志
向

g志
口
町
立
を
果
す
と
す
る
。

同
開
・
出
品
再
開

wO匂
-
a
f
匂・

8HH・

同
一
八
七
七
年
七
月
六
日
パ
リ
で
署
名
せ
ら
れ
た
通
商
条
約
に
対
し
て
‘
一
八
七
八
年
六
月
四
日
代
議
院
の
委
員
会
は
単
純
な
承
認
を
提
案
せ
ず
、
議
院

に
対
し
て
政
府
が
イ
タ
リ
ー
と
の
聞
に
一
定
の
同
意
に
達
す
る
こ
と
を
留
保
し
て
執
行
さ
れ
る
と
い
う
条
項
を
附
加
し
た
。
こ
の
法
律
案
は
、
提
案
さ
れ

た
留
保
が
不
充
分
だ
と
い
う
の
で
、
採
択
さ
れ
ず
、
一
八
七
八
年
六
月
七
日
、
単
純
な
授
権
の
延
期
が
決
議
さ
れ
た
。
民
芯

Fop-OMvaAFMM・
M
g
u
回
-

E
2
5
8・
oz--
℃・

5
s
u
p
-
H
H
E
g
o
s
-
甲
山
田
口
町
宮
前

-
-
M
U
T
E
g
p
o匂・ロ
F
匂
-
E
N・

間
一
八
七
八
年
六
月
八
日
の
フ
ラ
ン
ス
・
チ
ユ
ニ
ジ
ヤ
聞
の
協
約
に
つ
き
、
代
議
院
は
議
長
の
反
対
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
批
准
を
そ
の
ご
条
三
項
の
留
保

に
お
い
て
の
み
授
権
し
た
。
協
定
の
文
面
で
は
、
知
事
(
切
品
切
)
は
フ
ラ
ン
ス
政
府
の
自
己

S
江
田
即
位
。
ロ
な
く
し
て
は
い
か
な
る
負
債
も
契
約
し
え
な
い
と

あ
る
が
、
議
院
は
そ
れ
を
改
め
て
、

B
H
Z旦
s
t
oロ
は
法
律
に
よ
っ
て
の
み
与
え
ら
る
べ
き
だ
と
決
定
し
た
。
単
な
る
解
釈
上
の
留
保
と
さ
れ
る
。
。

MM・

別

o
g
a
gロ
・
句
弘
ロ
ロ

6
2・
MY
凶器・

(l) 

平

和

条

約

I
l
l・
線
対
行
為
を
終
結
せ
し
め
、

以
下
、
議
院
の
批
准
の
授
権
を
要
す
る
条
約
を
検
討
す
る
。

平
和
の
条
件
を
決
定
す
る
条
約
で
あ
る
が
、

そ
し
り
語
義
は
制
限
的
に
解
さ
れ
る
。
す
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な
わ
ち
、
戦
争
防
止
の
た
め
の
多
国
間
条

wvゃ
、
戦
斗
行
動
を
停
止
せ
し
め
る
休
戦
条
約
は
含
ま
れ
な
い
@

し
カミ

し

宣
戦
布
告
に
つ
い
て
そ
う
で
あ
る
よ
う
に

こ
の
様
式
は
実
際
上

こ
の
規
定
は
宣
戦
布
告
の
規
定
ハ
九
条
)
に
対
応
す
る
。

そ
れ
程
重
要
性
を
も
た
な
い
と
さ
れ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
敵
対
行
動
を
終
結
せ
し
め
る
休
戦
条
約
は
、
政
府
の
み
に
よ
り
適
当
と
判
断
さ

れ
る
時
期
に
調
印
さ
れ
る
し
、
政
府
の
決
定
し
た
平
和
の
条
件
は
、
事
実
上
、
議
院
は
修
正
す
る
こ
と
な
く
呑
む
外
は
な
い
だ
ろ
う
か
ら
。

開
通
商
条
約
|
|
こ
の
種
類
に
は
、
締
約
一
回
間
相
互
の
輸
入
に
対
す
る
関
税
率
に
関
す
る
総
て
の
条
約
、
及
び
通
商
関
係
に
つ
い
て

の
条
約
が
含
ま
れ
る
。

政
府
は
、
主
た
る
通
商
条
約
の
附
加
、
補
足
、
変
更
、

を
行
な
う
条
約
に
対
し
て
も
議
院
の
承
認
を
求
め
た
。
通
商
条
約
の
更
新
に
つ

(3) 

い
て
も
議
院
の
干
渉
が
必
要
と
さ
れ
る
が
、
同
時
に
多
く
の
条
約
に
つ
き
満
期
が
到
来
し
た
場
合
、
議
院
が
そ
れ
ら
す
べ
て
の
条
約
の
更

新
を
政
府
が
行
な
う
こ
乏
を
、
前
も
っ
て
一
つ
の
法
律
で
授
権
し
た
例
が
あ
列
。

フランス憲法史における条約と国内法

一
八
九
一
年
一
一
一
月
二
九
日
の
法
律
は
、
議
院
の
決
定
し
た
最
低
関
税
率
を
一
定
の
条
件
の
下
に
適
用
す
る
通
商
条
約
を
、
政
府
の
み

戸
叩
J
V

に
よ
り
締
結
し
う
る
と
規
定
し
た
。
そ
れ
が
議
院
の
憲
法
的
権
限
の
違
憲
の
委
任
で
は
な
い
か
、
い
や
委
任
が
限
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
合

意
だ
、
適
用
の
条
件
を
政
府
を
し
て
決
定
せ
し
め
る
の
に
す
ぎ
な
い
の
だ
か
ら
合
憲
だ
、
と
種
々
争
わ
れ
た
。

同

m恒一句同司
P
O
M
M
-
a
f
同V
-
M
由・

側
一
八
九
九
年
七
月
二
九
日
国
際
平
和
会
議
に
つ
づ
い
て
岡
田
可
申
で
調
印
さ
れ
た
国
際
議
定
書
の
公
布
が
一
九
O
O
年一

な
わ
れ
た
ω
∞
静
岡
V日

HUH-。同
y
a
f
同Y

∞。・

同
図
書
位
色
。
gM可

伯
仲

U
S
N
-
4
E
-広
・
・
唱

-EhFU
《
た
し
か
に
平
和
条
約
は
議
院
に
留
保
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
(
執
行
者
の
権
限
に
属
す
る
)
休
戦

協
約
に
先
行
さ
れ
た
一
場
合
に
は
、
事
情
は
最
早
や
完
全
で
は
な
い
V
o

国
富
ユ
o
p
H
V
H
1
b
a
田
宏
島
S
F
S
E
Z
Z氏。口口市
Y
N
E
u
同

J
H
1
p
m日

ZMコ
5
8・

ヲ
お
切

g
E
担

-

一
月
二
八
日
の
デ
ク
レ
で
行

ふ
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説

側
こ
の
点
で
一
七
九
一
年
憲
法
の
さ
第
三
章
三
節
二
条
五
項
、
及
び
一
七
九
二
年
五
月
一
一
一
一
日
デ
ク
レ
七
条
が
戦
争
中
い
つ
で
も
立
法
府
が
国
王
(
叉
は
執

行
府
)
に
講
和
の
商
議
を
要
求
し
う
る
と
し
た
ζ

と
が
注
目
さ
れ
る
。
切
目
立
志
】
g
q
a
巴

5
p
.
H
a
g
-け
?

司

-
E
T
閉・

2
2
3・。匂
-
a
f
匂
・
由
笥
-

E
皆
o
u
d『・盟国
v
g
[
一
六
]

間
冨
問
。
g
p
o
M
Y
O
F
f
M
M
-
N
g
引
の
v
-
m
o
g田
S
F
H
Vユロロ
eg--
問者
-NE1MM白・

側
関
税
率
に
触
れ
な
い
条
約
。
航
海
条
約
、
輸
出
入
通
商
を
開
始
す
る
条
約
等
。
冨

r
z
p
o匂
-
a
f
匂
・
問
4
・
航
海
条
約
の
う
ち
に
は
、
通
商
関
係
の
規

整
を
直
接
の
目
的
と
し
な
い
政
治
的
条
約
が
あ
り
、
そ
れ
は
議
院
の
干
渉
を
ま
ぬ
か
れ
る
(
例
え
ば
一
八
八
三
年
三
月
一

O
日
の
ダ
ニ

l
A
I
ブ
の
航
海
条

約
、
区
M
n
v
o
p
o同V・
0
v
f
匂・

M
g
-
m国
軍
司

p
o
H
)
-
n
F
J
H
Y
8・
g
u
そ
れ
を
通
商
条
約
と
す
る
も
の
、
切
白
E
V色
。
ョ
『

a
U
E
O
N
-
4『
mEbw
同Y
留
の
。

回
現
に
有
効
な
条
約
の
内
容
と
相
手
国
と
を
議
院
が
知
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
憲
法
上
の
議
院
の
権
限
の
《
不
可
能
な
放
棄
叉
は
委
任
》
と
は
な
ら
な
い

，
と
拘
れ
る
。
嵐
広
FOU-OMM-ou--
匂
匂
-MHO-M町
白
山
著
作
権
、
芸
術
権
、
工
業
・
商
標
・
権
に
関
す
る
条
約
は
、
通
商
条
約
中
に
含
ま
し
む
べ
き
で
は

な
く
、
外
国
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
人
の
財
産
権
に
関
す
る
条
約
の
う
ち
に
含
ま
し
む
べ
、
き
だ
ろ
う
o

富山口
Z
P
O匂・ロ
F
匂・

M
g・
反
対
趣
旨
の
判
決
が

あ
る
。

帥
富
山

o
g回
(
。
匂
-
n
F・同
YMHH)
は
、
条
約
の
承
認
の
憲
法
的
権
能
の
議
院
に
よ
る
放
棄
叉
は
こ
の
権
能
の
執
行
権
に
対
す
る
委
任
は
、
憲
法
上
不
可
能

で
あ
る
と
主
張
す
る
。

ω
委
員
会
の
報
告
者
、
出
b
z
E
w
氏
の
発
言
。

ω
回

B
冊
目
回
目

HESS--
由
主
・
宅
・
4
q
4
1
2
∞・

閣
議
院
の
関
心
は
、
圏
内
産
業
の
保
護
と
い
う
見
地
か
ら
、
最
低
関
税
率
以
下
の
関
税
率
を
含
む
通
商
条
約
の
締
結
を
抑
制
せ
ん
と
し
た
ζ

と
に
あ
っ
た

と
す
れ
ば
、
議
院
が
そ
の
最
低
関
税
率
を
適
用
す
る
通
商
条
約
の
締
結
に
対
し
て
、
議
院
の
外
交
権
能
に
固
執
し
な
か
っ
た
乙
と
は
、
理
解
し
難
い
ζ

と

で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
ぇ
・
回
・
出
2
5・
0同ynz-w
毘
y
g串
I

白白
4
・
∞
担
問
}
即
日
・
。
MM-OF?"
同V-2-
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論

第
一
次
大
戦
後
、
通
商
条
約
の
締
結
に
つ
い
て
、
調
印
後
批
准
に
先
立
っ
て
!
ー
し
た
が
ウ
て
議
院
の
・
干
渉
を
と
ば
し
て

l
l仮
に
適

用
さ
れ
る
と
い
う
手
続
の
一
般
化
の
注
目
す
べ
き
傾
向
を
生
じ
た
。
そ
の
発
端
は
一
九
一
九
年
七
月
二
九
日
法
律
で
る
る
。
こ
の
傾
向
は

ハ
部
V

ま
た
純
粋
に
通
商
条
約
だ
と
は
い
え
ぬ
航
海
条
約
に
迄
拡
張
さ
れ
る
に
至
る
。

更
に
進
ん
で
、
仮
適
用
坦
調
印
後
直
ち
に
行
な
わ
れ
、



こ
の
手
続
は
、
通
商
条
約
の
締
結
に
関
す
る
憲
法
的
規
定
の
正
常
な
運
行
を
停
止
せ
し
め
る
に
至
る
の
で
あ
巧
か
ら
、
合
憲
性
が
疑
わ

し
か
し
判
例
は
常
に
こ
の
条
件
で
批
准
さ
れ
た
通
商
条
約
の
有
効
性
を
認
め
て
い
る
。

ノ、。

1
、、
νこ

の
手
続
の
一
般
化
は
、
当
時
ブ
ラ
シ
ス
の
議
院
制
が
直
面
す
る
に
至
っ
た
危
機
を
想
起
せ
し
め
る
。

ω
国
家
財
政
を
拘
束

(g官
鳴
門
)
す
る
条
約
|
|
こ
の
表
現
は
制
限
的
に
解
さ
る
べ
刊
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
国
家
の
財
政
に
多
か

れ
少
な
か
れ
負
担
を
課
し
、
且
っ
そ
の
条
約
の
執
行
が
《
即
時
に
且
つ
確
実
な
起
債
を
要
求
す
る
》
条
約
と
。

国
家
財
政
に
関
係
は
す
る
が
、
憲
法
上
議
院
の
干
渉
を
要
し
な
い
条
約
と
し
て
、
次
の
三
種
類
を
分
類
す
る
と
わ
か
り
ぞ
す
い
。

現
存
の
債
権
を
減
少
す
る
条
約

!
l学
説
上
争
い
が
あ
っ
坊
が
、
議
院
の
承
認
を
要
し
な
い
と
い
う
慣
行
が
確
立
し
て
い
勺
ゾ

(

i

)

 

ハH
U

)

現
存
債
務
を
減
少
さ
せ
る
条
約
|
|
一
九
二
六
年
六
月
ポ
ワ
シ
カ
レ
内
閣
の
下
で
、

一
九
二
六
年
四
月
二
七
日
に
締
結
さ
れ
た

(3) 

合
衆
国
と
の
冨
色
。
ロ
白
血
町

gmo吋
協
約
、

-
九
二
六
年
七
月
一
一
一
日
の
英
国
と
の
め
巴
E
日
b
v
E与
三
協
約
(
両
者
共
戦
争
債
務
の

ハ
ぬ
}

減
少
を
目
的
と
す
る
〉
を
、
憲
法
上
議
院
の
一
本
認
に
服
せ
し
む
べ
き
や
否
や
が
問
題
と
な
る
。
有
力
な
学
者
の
一
致
し
た
消
極
的
見
解
を

A

心

部

)

認
め
つ
つ
も
、
ポ
ワ
シ
カ
レ
氏
は
議
院
に
、
批
准
の
《
余
分
な
授
権
》

(
E
E江
田
白
色
O
ロ
印
ロ
円
。
σ。
ロ
己
恒
三
ゆ
)
を
求
め
た
。
そ
れ
は
専
ら
、
政
治

的
適
誼
性
と
い
う
考
慮
か
ら
な
さ
れ
た
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
両
協
約
は
現
存
債
務
を
減
少
ぜ
し
め
る
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、

フランス憲法史における条約と園内法

な
お
半
世
紀
以
上
に
わ
た
り
ブ
ラ
シ
ス
の
財
政
に
重
苦
し
い
拘
束
を
課
す
る
も
の
だ
っ
た
か
ら
、
そ
の
執
行
に
必
要
な
毎
年
の
予
算
の
議

A'
剖一
v

決
に
困
難
を
生
ぜ
し
め
な
い
た
め
ペ
議
院
の
義
務
を
確
認
せ
し
め
る
政
治
的
考
慮
か
ら
、
そ
の
承
認
を
求
め
た
の
だ
と
言
え
る
。

こ
の
法
律
に
よ
れ
ば
、
若
干
の
通
商
的
取
極
め
は
、
批
准
前
に
仮
の
適
用
を
受
け
る
o
c
u
卯
吉
田
国

S
F
句
ユ
ロ
ロ
一
方
自
由
・
匂
・
説
明
・

ふ
つ
う
こ
の
よ
う
な
条
約
の
発
効
は
《
発
表
し
、
仮
に
適
用
さ
れ
る
》
と
い
う
デ
ク
レ
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。

乙
の
慣
行
は
、
条
約
の
発
表
を
そ
の
公
布
に
先
行
せ
し
め
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
条
約
の
圏
内
的
執
行
の
手
続
の
正
常
な
順
序
を
逆
転
せ
し
め
る
不
便

凶岡凶
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を
生
ず
る
。
。

F
M
H。
混
血

S
F
句
江
田
ロ
ザ

g-
同)・

MM伺
ロ
。

Z
H・

聞

〈

-
E同
g・
[
六
三
}

側
《
或
意
味
で
は
、
総
て
の
条
約
は
時
と
し
て
国
の
財
政
を
拘
束
す
る
。
す
な
わ
ち
若
し
条
約
が
破
ら
れ
た
ら
、
そ
れ
は
高
価
な
戦
争
或
は
締
結
国
の
側

の
賠
償
の
要
求
の
機
会
を
与
え
る
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
単
な
る
例
外
が
原
則
を
完
全
に
吸
収
し
て
し
ま
い
、
総
て
の
条
約
を
区
別
な
く
立
法
権
K

服
せ
し
め
る
制
度
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
》
四
国
自
白
山

P
回目

b
g巾
耳
目
・
・
ぢ

'
4
8
一

mEHUg-O匂
-aけ・・匂
8
・

側
∞
号
け
F
A出
品
目
司

a
u
E
O
N
-
-吋
sub--H】
・
∞
∞
∞
一
色
・
目
白
問
中
出
曲
目

2
2・
P
R
H広
母
島
『
O
E
宮
口
け

Ego-
企
恥
ロ

g
s
-
a
宮
己

O
B
S
S目g
L
o

市山島・田ロ

2
L
b
g由
ロ
グ
同
V

白吋四国"同】・
4
A
F

由・

棚
一
九
「
二
年
五
月
、
一
九
二
四
年
四
月
の
∞
ユ
田
口
問
民
及
び
同

S
E♀
氏
に
よ
り
結
ぼ
れ
た
ロ
ン
ド
ノ
協
約
は
、
賠
償
に
対
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
債
権

を
減
少
し
た
o

』
炉
問
。
は
意
見
書
の
中
で
(
開
。
4
・
ι
3庄
司
己

σ
-
F
H
U
M
P
匂
・
お
臼
)
述
べ
て
い
る
。
憲
法
人
条
の
原
則
は
信
用
、
徴
税
及
び
租
税
庁
仏
関
す

る
《
フ
ラ
ン
ス
の
財
政
公
法
の
一
般
原
理
の
論
理
的
帰
結
V

で
あ
る

Q

現
存
債
権
の
減
少
は
.
財
源
を
減
少
せ
し
め
る
か
、
そ
れ
は
廃
止
叉
は
減
少
さ
れ

え
た
だ
ろ
う
徴
税
の
維
持
或
は
現
寄
徴
税
率
の
増
加
に
よ
っ
て
み
た
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
起
り
う
べ
き
乙
と

(
b
4
巾
E
C由
民
芯
)
は
財
政
に
つ
い
て

の
議
院
の
権
限
に
属
す
る

o
P
E
E
-
切
世
立
広
Z
S『

2
0ロ
曲
目
(
斗

g
z
b
-
守
・
呂
田
)
は
、
同
じ
理
由
が
、
国
家
に
新
ら
し
い
支
出
を
な
き
し
め
る
総
て

の
条
約
に
つ
い
て
起
り
う
る
と
い
う
見
地
か
ら
、
反
対
し
て
い
る
。

削
脚
。
σ・
別
ゐ
回
国
国
冊
目
h
r

司
江
田

aMug-
匂
-
N
N
4
・

刷

w

l『

U
N
0
・
0
白
宮
山
ゲ
切
目
立
志

E
a
-
4・
宮
司
W
5
0
・c
g
m仲
間
雪
印
件
。
F
U
g
-仲
2
5吾
己
目
。

g
m
L
E
S
E
E
-
-ロ胆
y
s
a噂
匂
・
岡
田
・
宮
沢
・
小
田
訳
、

国
際
憲
法
、
買

Y
H
E
1
8
m
-

倒
ポ
ワ
ン
カ
レ
自
身
が
、
代
議
院
に
お
け
る
陳
述
の
結
論
で
用
い
た
言
葉
。
ロ

F
切
担
ユ

v
b
r
B可
申
け
り

gwN・
4
円

g広
p-H}・∞
8
・
一
九
二
九
年
七
月
二

八
日
の
法
律
に
よ
り
可
決
さ
れ
た
。

伽
乙
の
問
題
に
お
い
て
は
、
政
治
的
適
誼
性
を
常
に
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
と
を
乙
の
先
例
が
示
す
、
と
の

F
H
H
S留
s
g
(句
ユ
出
色
宮
田
・
・
匂
・

N
N
∞
)
は
言
っ
て
い
る
。
い
っ
た
い
、
条
約
の
執
行
に
必
要
な
予
算
の
議
決
を
議
院
が
痘
否
し
う
る
か
、
法
律
論
的
に
は
そ
の
自
由
を
議
院
は
有
し
な
い
と

言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
議
院
が
予
算
の
決
議
権
を
た
て
に
、
事
実
上
そ
れ
を
担
否
す
る
場
合
が
起
ら
な
い
と
は
断
言
で
き
な
い
。
そ
と

に
国
際
責
任
の
問
題
を
生
じ
、
政
府
が
辞
取
を
余
儀
な
く
せ
し
め
ら
れ
る
事
態
を
生
ず
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
七
月
王
制
下
の
切

B
也
5
内
閣
辞
取
の
事

態
と
な
ん
ら
変
る
と
こ
ろ
は
な
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
屋
町

5
0ロ
(
。
匂

-
a
f
匂
-Ngba)
が
、
憲
法
が
困
難
を
予
防
は
し
て
い
る
が
根
本
的
に
そ

の
可
能
性
を
排
除
し
た
訳
で
は
な
い
と
い
っ
て
い
る
の
は
そ
の
意
味
で
あ
ろ
う
。
七
月
王
制
の
下
に
お
い
て
生
じ
た
困
難
は
、
議
院
の
財
政
権
限
が
、
自
己

- 64一



の
意
思
決
定
の
参
加
の
機
会
の
な
い
ま
ま
に
拘
束
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
対
す
る
レ
、
J

ス
タ
ン
ス
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
第
三
共
和
制
下
に
沿
い
て

は
国
家
財
政
に
負
担
を
課
す
る
条
約
の
締
結
そ
の
も
の
に
議
院
の
意
思
の
決
定
的
な
干
渉
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
意
味
の
レ

ジ
ス
タ
ン
ス
の
根
拠
も
な
い
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
根
拠
の
な
さ
を
担
保
す
る
も
の
は
、
議
院
自
身
の
条
約
の
義
務
力
に
対
す
る
法
意
識
の
強
度
の
み
で

あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
と
に
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
政
府
が
政
治
的
適
誼
性
を
常
に
考
慮
し
そ
の
義
務
を
確
認
せ
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
が
存

す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
一
九
三
ニ
年
二
一
月
一
四
日
の
代
議
院
の
議
決
は
、
政
府
に
合
衆
国
と
の
間
の
、
一
九
一
一
一
一
一
年
一
一
一
月
一
五
日
の
満
期
の
支
払

を
延
期
す
る
よ
う
勧
告
し
た
が
、
そ
れ
は
出
品
同
巳

g
内
閣
の
辞
取
を
惹
起
し
た
。
こ
の
事
件
に
関
し
、
関
口

E
g
g
(
4
5日
広
島
。

m
a
g
M
g
句。回仲間

agr

仲・

2
u
s
m
N
M
M
-
S由
伯
仲
田
。
件
。

(
M
)
)

は
、
《
議
会
は
国
内
的
領
域
に
お
け
る
と
同
様
に
対
外
事
件
の
処
理
の
平
面
に
お
い
て
も
統
治
し
た
》
と
し
、
議

会
は
対
外
政
策
を
統
制
す
る
権
利
を
行
使
し
た
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
を
指
導
す
る
権
利
を
も
行
使
し
た
の
だ
と
し
て
い
る
。

(
…

m
)
 
暫
定
的
性
格
を
有
す
る
に
止
ま
る
財
政
協
定
l
l
a
一
般
に
簡
易
形
式
協
定
で
、
大
統
領
の
批
准
も
、
議
院
の
関
与
も
な
く
政
府

の
み
に
よ
り
締
結
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
国
庫
上
の
操
作
に
つ
い
て
の
協
約
の
ご
と
き
が
そ
れ
で
あ
る
。

(3) 

人
の
地
位
に
関
す
る
条
約
1
1
1裁
判
上
の
能
力
、
市
民
的
及
び
政
治
的
権
利
に
関
す
る
条
約
、

で
あ
る
。
こ
の
表
現
は
拡
張
的
に
解
さ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
。

(4) 

ま
た
悩
人
の
条
件
に
関
す
る
条
約

ブ
ラ
シ
ス
人
の
外
国
に
お
け
る
財
産
権
に
関
す
る
条
約
ー
ー
そ
の
財
産
権
が
不
動
産
で
あ
ろ
う
と
、
動
産
、

芸
術
権
で
あ
る
と
を
問
わ
な
い
。

(5) 

フランス憲法史における条約と圏内法

(6) 国
籍
・
本
籍
に
関
す
る
条
約
、
外
国
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
人
の
裁
判
上
の
能
カ
を
変
更
す
る
条
約
、
及
び
犯
罪
人
引
渡
条
約
(
争
が
あ

る
が
慣
行
は
大
体
含
め
る
)
領
事
条
約
、
判
決
の
執
行
に
関
す
る
条
約
、
司
法
的
保
護
及
び
援
助
条
約
等
で
あ
る
。

工
業
権
、
著
作
権
、

領
土
の
割
譲
、
交
換
、
附
加
1

1』
こ
れ
を
通
常
の
条
約
の
議
院
に
よ
る
承
認
と
区
別
し
て
、
特
に
《
法
律
に
よ
っ
て
》

(g4ゆ
え
ロ

ハ田一
v

内
ロ
ロ
O
E
O
-行
な
う
と
し
た
こ
と
か
ら
生
ず
る
実
益
は
な
い
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
領
域
・
領
民
の
変
更
は
国
民
主
権
自
体
の
変
更
で
あ
る

- 65-

か
ら
、
憲
法
制
定
権
の
干
渉
を
必
要
と
す
る
こ
と
が
論
理
的
だ
と
い
え
よ
う
が
、
憲
法
制
定
権
は
そ
の
構
成
要
素
に
お
い
て
通
常
立
法
権

/ 



、 句、、両 唖包匂η牛 、J 
t白w御 Fι、せ

説

と
変
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
制
憲
者
は
通
常
立
法
の
形
式
で
充
分
だ
と
考
え
伐
の
だ
ろ
う
。
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論

本
国
の
領
土
に
つ
い
て
は

こ
の
規
定
は
拡
張
的
に
解
釈
せ
ら
れ
、
慣
行
は
、

す
べ
て
の
境
界
劃
定
の
条
約
に
止
ま
ら
ず
、
領
土
の
変

更
を
伴
な
は
ぬ
単
な
る
国
境
協
約
に
対
し
て
も
こ
の
規
則
を
適
用
し
た
。

植
民
地
た
る
領
土
に
関
す
る
割
譲
、
交
換
を
含
む
条
約
に
は
実
際
上
こ
の
規
則
は
適
用
さ
れ
た
が
、
そ
の
併
合
を
含
む
条
約
に
つ
い
て

は
、
適
用
さ
れ
ぬ
例
が
少
な
く
な
い
。
判
例
は
そ
の
違
憲
性
に
対
す
る
制
裁
を
与
え
て
い
な
い
。

保
護
領
や
委
任
統
治
下
の
領
土
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
学
説
上
、
そ
の
上
に
は
フ
ラ
ン
ス
の
制
限
さ
れ
た
主
権
し
か
行
使
さ
れ
な
い
の

だ
か
ら
、
法
律
に
よ
る
を
要
し
な
い
と
さ
れ
る
。

し
か
し
保
護
条
約
と
は
名
の
み
ぞ
、
実
質
上
、
植
民
地
拡
張
、
領
土
併
合
に
等
し
い
条

約
に
つ
い
て
は
、
憲
法
の
精
神
に
よ
れ
ば
、
法
律
の
関
与
が
必
要
だ
と
い
う
べ
き
で
あ
る
が
、

の
例
外
に
属
す
る
。

そ
れ
が
行
な
わ
れ
た
の
は
、

む
し
ろ
全
く

仲
裁
々
判
判
決
に
よ
っ
て
ブ
ラ
シ
ス
の
領
土
が
増
大
或
は
減
少
す
る
場
合
に
は
、
議
院
は
干
渉
し
な
い
。

附
開

BREHHgaga-MM江
田
ロ
ぽ
8
・L
・
戸
℃
・

MM由
・
調
停
及
び
司
法
的
判
決
に
迄
は
拡
張
さ
れ
な
い
。
富
山
ロ
g
P
8
-
n
x・
占

-Na-

側
含
ま
れ
な
い
と
す
る
説
|
|
冨
芯
宮
ロ
(
。
司

-
n
F
M
6・
M
g
l
N
4
白
)
は
、
政
府
は
犯
罪
人
を
引
渡
し
て
も
、
引
渡
さ
れ
る
犯
罪
人
か
ら
何
ら
の
権
利
を
も

剥
奪
し
な
い
、
す
な
わ
ち
性
質
上
人
の
地
位
に
影
響
を
与
え
な
い
、
た
だ
逃
亡
以
前
の
状
態
に
引
戻
す
だ
け
に
。
犯
罪
人
引
渡
条
約
が
議
院
の
承
認
を
要

す
る
な
ら
、
単
一
個
人
に
対
す
る
特
別
犯
罪
人
引
渡
協
約
た
る
相
互
的
宣
言
(
窓
口
司
己
主
芯
ロ
国
営
芯
白
右
8
2怠
)
も
そ
れ
を
要
す
る
は
ず
だ
が
、
そ
れ

は
嘗
て
議
院
に
付
せ
ら
れ
た
こ
と
は
な
い
。
∞
担
問
号
B
G

。匂・白日付・匂・

8
1巴・

含
ま
れ
る
と
す
る
説
1

i
制
憲
委
員
会
の
報
告
者

F
号
。
巳
唱
。
の
意
見
。
旬
。
日
白
色
。
虫
色
品
目
H

∞4
m

匂
・
念
品
・
∞

R
F抽
出
冊
目
吋
忠
岡

)ag--sEb--

同

y
g
u
u
c
F
別

O
G
E
g
g
-
甲山
S
S
O
F
-
-
u・
MMU・

mw

回
目
立
志
回
冊
目
同

a
u
S
N
¥ロ
邑
広
-
w
M

】
・
∞
怠
山
富

S
2・
。
匂
・
巳

?
"
3・
N
4
∞l
一
路
品
一
∞
宅

-5・
0
℃・

2
f
同}・ぉ・

附
属
片
ロ

g
p
o
M
V
-
a
f
M》・
N
S・
ベ
ル
ギ
ー
憲
法
か
ら
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
る
。
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跡

回

国

g
a
p
E
b
B
OロAZ--aobp・
同

Y
4
8・

制
何
回
時
国
宮
島
の
併
合
に
つ
き
、
判
例
(
。
図
面
伊
ロ
ユ
B
・
ロ
望
月
一
日
同
由
民
・
判
。
ロ
-MV由回目
E
・
5
N閉
-
H
4
N
)
は
、
法
律
が
併
合
の
為
に
必
要
だ
っ
た
と
し

て
も
、
そ
の
よ
う
な
法
律
の
議
決
を
求
め
る
い
か
な
る
猶
余
も
与
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
に
と
し
て
処
理
し
て
い
る
。

川
四
切
回
同
酔
何
HAw-au一
司
白
骨
巴
goN・
4
『包
t
F
匂・∞
Apoucv-HHOロ日間
OPE-MM江口白山句。田
-
w

唱

-NUH-

州
制
区
一
ロ
v
o
p
o
M
y
a仲・・回以》・忠明
-
N
S・

同
W

C

F

・剛
H
o
g
a
s
p
句
ユ
ロ
ロ
6
8・匂
-
N
S
-

[五一

]
1
1議
院
制
の
一
般
的
統
制
手
段
に
よ
る
条
約
締
結
権
の
間
拷
的
統
制

イ
=
シ
ャ
チ
ヴ

い
っ
た
い
、
条
約
締
結
に
つ
い
て
、
政
府
に
は
行
動
と
自
発
性
と
責
任
と
が
、
議
院
に
は
統
制
の
み
が
、

任
務
と
し
て
課
せ
ら
れ
て
い

る
の
か
、

そ
れ
と
も
議
院
は
た
ん
に
統
制
の
任
務
を
有
す
る
の
み
な
ら
ず
、

(3) 

カミ
。

方
向
づ
け
(
。
ュ

g
E巳
C
ロ
)
の
任
務
迄
も
有
す
る
の
で
あ
る

一
九
二
九
年
一

O
月
一
一
二
日
の
代
議
院
に
お
い
て
、
ブ
リ
ア

γ
(回
ユ
自
己
)
は
進
行
中
の
商
議
に
つ
い
て
解
答
を
拒
否
す
る
こ
と
に
よ

フランス憲法史における条約と圏内法

り
、
前
者
の
命
題
を
表
明
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、

ブ
ラ
シ
(
田
口

B)
等
は
、
対
外
政
策
に
つ
ぎ
国
家
の
前
に
結
局
責
任
を
有
す
る
議
院
は
、

国
が
何
処
に
導
か
れ
よ
う
と
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
時
期
に
、
知
る
権
利
が
あ
る
、
と
主
保
し
て
後
者
の
命
題
を
強
調
し
た
。

そ
れ
ら
は
、
政
府
の
特
権
の
理
論
と
議
院
の
特
権
の
理
論
と
の
対
立
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。

以
下
、
条
約
締
結
に
関
す
る
政
府
と
議
院
と
の
権
限
の
性
質
と
程
度
と
を
、
個
々
具
体
的
な
問
題
に
即
し
て
分
析
し
て
み
た
い
と
思
う
。

川
田
担
丘
町
HbH冊向者

a
u
S
N
u
吋

s
u
p
-
v司
・
回
向
∞
回
同
盟
・
冨
日
同
窓
口
白
E
C
C
S
N
b
i
s叩

r
u
g
-け

8
5
t
Z丘。ロロ
a
z
z
E目
a
c口白
-r
お
お
よ
Y
H
H
m・
宮

沢
・
小
田
訳
、
国
際
憲
法
、
思
YHONiHcu・

[
五
二

]111ω

商

5義

憲
法
上
大
統
領
の
専
権
と
せ
ら
れ
、
最
大
限
の
自
由
を
留
保
せ
ら
れ
た
商
議
権
は
、

そ
れ
に
事
前
の
命
令
的
制
限
を
課
す
る
い
か
な
る
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説

提
案
も
認
め
な
い
と
い
う
、

議
院
の
慣
行
に
よ
り
確
認
さ
れ
て
い
る
。

論

一
九
九
五
年
七
月
八
日
、
代
議
院
は
回

Raえ
の
提
案
に
も
と
づ
い
℃
、
合
衆
国
と
の
聞
に
可
及
的
速
や
か
に
常
設
仲
裁
々
判
条
約
を

そ
の
合
憲
性
に
つ
い
て
は
学
説
上
争
い
が
あ
る
。

締
結
せ
ん
こ
と
を
勧
告

(
g
i
g
a
す
る
決
議
を
し
た
が
、

し
か
し
結
局
慣
行
上
、
議
院
に
よ
っ
て
商
議
を
勧
告
す
る
こ
と
、

ま
た
そ
の
基
礎
を
示
し
て
勧
告
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
に
至
っ
て

い
た
と
い
え
よ
う
。

商
議
に
対
す
る
統
制
の
前
提
と
'
も
い
う
べ
き
、

裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
進
行
状
況
に
つ
い
て
の
議
院
に
対
す
る
通
知
(
公
開
)
は
、
結
局
政
府
の

な
お
、

商
議
に
対
す
る
司
法
的
統
制
も
全
く
排
除
さ
れ
て
い
る
。

以
上
に
よ
っ
て
政
府
の
条
約
の
商
議
権
に
対
す
る
議
院
の
一
切
の
法
律
的
な
拘
束
の
企
て
は
、
憲
法
上
不
可
能
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か

で
み
の
る
。

可
能
で
あ
り
且
つ
現
実
的
で
も
あ
る
議
院
の
統
制
は
、
政
府
の
政
治
責
任
の
追
求
と
い
う
議
院
制
の
一
般
的
手
段
に
よ
る
間
接
的
統
制

で
あ
る
。

一
九
二
一
年
一
月
一
二
日
国
際
賠
償
会
議
に
臨
む

Famgm
内
閣
は
、

会
議
前
に
議
会
ポ
政
府
活
動
を
妨
げ
な
い
よ
う
要
求

し
、
質
問
を
一
月
一
九
日
の
会
議
の
終
り
迄
延
期
す
る
と
い
う
投
票
に
、
内
閣
の
信
任
を
か
け
た

Q

延
期
が
拒
否
さ
れ
た
内
閣
は
辞
職
し

た。
川
《
一
八
九
ご
年
の
関
税
率
が
あ
た
え
た
長
い
討
論
は
次
の
点
を
確
定
せ
し
め
た
。

(
i
〉
両
院
は
政
府
に
通
商
条
約
の
商
議
を
禁
ず
る
権
利
は
な
い
。

(
H
n
)

彼
女
ら
は
税
率
を
議
決
し
て
、
そ
の
数
以
下
で
商
議
す
る
乙
と
を
政
府
に
禁
ず
る
権
利
は
な
い
。
(
…
…
出
)
最
低
関
税
率
の
議
決
に
よ
っ
て
議
院
が
、

外
国
に
対
す
る
競
走
を
支
持
す
る
た
め
に
各
産
業
に
必
要
な
保
護
の
性
質
及
び
範
囲
を
指
示
す
る
と
と
は
、
政
府
の
憲
法
的
特
権
に
何
ら
反
す
る
も
の
で

- 68ー



(3) 

は
な
い
三
回
目
白
司

0・
4

可
吋
包
広
・
明

E
・匂

-
a
E・
な
お
回
当
・

8日
l
S
F
政
府
の
商
議
権
に
対
す
る
命
令
的
干
渉
と
そ
の
撤
回
に
つ
い
て
、

4EFAY

今
注
-
E
3広
g
g
F
E
5・
3
・
4
E
i
d
T
F立
F
毛
-
S・
MM・
2
・
口
同
・
冨

U
E
F
a
-
ロ
F

3
・
NH品
。

;
-
E
Z
Z
(
E
S
S
E
-
由

主

、.、，、.、.、.

M
Y
4
2
)

は
、
乙
の
最
低
関
税
率
が
単
な
る
《
経
済
的
指
標
》
に
す
宮
ず
命
令
的
処
方
で
な
い
に
し
て
も
、
そ
れ
は
前
も
っ
て
充
分
に
重
要
な
法
律
的
価
値

を
有
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
政
府
に
よ
っ
て
利
益
は
議
院
の
承
認
に
服
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
え
ち
れ
る
で
も
あ
う
ろ
か
ら

J

と
し
て
い
る
。

一
九
一
一
九
年
六
月
二
九
日
の
賃
借
料
に
関
す
る
法
律
は
、
一
九
二
六
年
四
月
一
日
の
法
律
(
外
国
人
に
対
し
て
恩
恵
的
な
条
件
の
適
用
を
排
除
し
た
)

を
再
製
し
、
将
来
の
外
国
人
に
有
利
に
な
る
よ
う
な
条
約
の
締
結
を
禁
止
す
る
語
調
の
法
文
が
採
用
さ
れ
た
。
ト
『
・
句

-
Z
5
0河
$
(
「
担

Hb問山田】
FHMO出
。
冊
回

目。

M可
申
司
副
冊
目
吋

E
5
P
Z
品
g
u
g自
由
民
吉
伸
目
。
ロ
ロ

o
r
a
-
O
【凶

S
E
E
g
g
p
a
o
g
-
-
別冊

4・【
Mg-け
g
g
E
P氏。
E
-
胃
H4bwHUN旬
、
宅
・

8
4
1
8∞)

は
、
こ
の
様
式
は
執
行
権
の
条
約
締
結
を
禁
ず
る
が
故
に
違
憲
で
あ
り
絶
対
的
に

P

無
効
で
あ
る
と
し
、
そ
と
に
意
味
あ
り
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
単
な
る
議

院
の
政
府
に
与
え
る
意
見
に
す
ぎ
ぬ
、
可
能
な
議
院
に
よ
る
制
裁
は
、
批
准
の
授
権
法
の
議
決
を
担
否
す
る
か
、
内
閣
の
政
治
責
任
を
問
う
か
の
み
だ
と

す
る
。
実
際
政
府
は
こ
の
法
律
に
拘
束
さ
れ
ず
、
諸
外
国
と
当
該
外
国
人
の
地
位
を
改
善
す
る
条
約
を
結
ん
だ
。

伺

U
E
m
a骨
(
叶
吋
白
山
昇

ZB-AF
匂・

4世
間
)
は
こ
れ
を
承
認
す
る
。
開
田

B即日ロ
(
E
b
B
S
F
由。

E
・
匂
・
呂
田
)
も
乙
れ
を
認
め
、
《
共
和
国
大
統
領
は
:
;
:
そ

の
商
議
権
を
、
殆
ん
ど
あ
た
か
も
そ
の
命
令
制
定
権
を
、
立
法
者
が
公
行
政
命
令
に
移
送
し
た
時
に
行
使
す
る
よ
う
に
、
行
使
す
る
乙
と
を
勧
誘

(
g
E『

a
g司
)
さ
れ
る
の
だ
》
と
す
る
。

P
E
g
-
-民
需
仔
恥

E
a
(忠
S
O
R
E
o
a
旬。

-EGC@
恥け

g
口
問
宵

P
H由
同
少
匂

-HC臼
g
g
H
)
は
、
端
的
に
違
憲
な
干
渉
の
一
例
と
し
て
挙
げ
る
。

《
両
院
は
い
か
な
る
場
合
に
も
と
の
分
野
に
つ
い
て
の
い
か
な
る
特
定
の
干
渉
の
権
利
も
も
た
な
い
。
彼
女
ら
は
、
議
院
制
の
一
般
的
規
則
の
結
果
で
あ

る
間
接
的
な
事
後
的
な
統
制
に
限
定
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
乙
の
分
野
に
つ
い
て
の
政
府
の
完
全
な
イ
ニ
シ
ヤ
テ
ヴ
を
阻
害
す
る
に
至
る
よ
う
な
議
院

の
側
か
ら
の
一
切
の
干
渉
は
、
違
憲
と
考
え
ら
れ
る
に
ろ
う
》
(
唱
匂
・

5
N
l
S∞
)opcm回目・∞
FZgwOH)-af
匂
-N0・

刷

。

ロ

宮

F
d
p
a怠
-L。
目
・
島
崎
署
・

4一巴町・

4U∞
h
E
m
o
g
E
2
3
J
P即
時
芯
旬
。

-
E
G
g
-
品
位

-
E
S広
g
S
F
H
u
s
-匂・
4
B
1
4
E
u
p
s
-
w

。
MV・白山骨・・唱団
M・∞
HHl∞
HN・∞
M∞|∞
NU-
∞白白

l∞臼
AF・

ω
秘
密
条
約
が
認
め
ら
れ
て
い
る
と
と
と
関
連
す
る
。
事
実
上
は
、
政
府
は
商
議
の
進
行
に
つ
い
て
、
国
の
一
般
的
利
益
及
び
そ
の
名
誉
と
両
立
し
う
る

か
ぎ
り
に
お
い
て
公
開
し
た
。
宮
司

p
b
z
a
S
E
R
-
早
急
P
H
u
g
-
3・∞
Mmlg白・

同
刷
〈
・
宮
崎
司
m

r

[
六
一
一
]

刷
嵐
山
司

-nE由・の
a
g鼠
4F仲
o
y
o
g
z
gロ
a
p
a
g回
目
。
ご

E
O自
由
民
《
】

g
r
H
u
a
-
冨
y

ロAFlHH朗
・
宮
沢
・
小
田
訳
、
国
際
憲
法
、
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説

会
は
商
識
の
進
行
か
ら
全
く
排
除
さ
れ
る
乙
と
を
欲
せ
ず
、
信
任
の
担
否
と
い
う
手
段
に
よ
っ
て
、
そ
の
意
志
を
表
明
し
た

Q

議
会
が
商
議
門
外
交
)
の

指
導
に
介
入
し
、
そ
の
方
向
づ
け
に
参
加
す
る
傾
向
の
顕
著
な
一
例
と
い
え
る
o
c
o
g戸
。
匂

-
s
f
匂匂・∞

8
1
g
a・

-70ー

論

[
五
三
]
|
|
ω

t比

准

批
准
と
は
、
《
国
家
を
国
際
的
に
拘
束
す
る
た
め
に
権
限
あ
る
国
内
機
関
に
よ
っ
て
条
約
に
与
え
ら
れ
る
承
認
》
で
あ
る
。

こ
の
批
准
権
を
大
統
領
の
専
権
と
し
た
こ
と
は
、
ー

l
一
定
の
条
約
に
対
す
る
議
院
の
必
要
的
な
批
准
の
授
権
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず

1

1
一
切
の
条
約
に
有
効
性
を
与
え
る
権
能
が
彼
に
帰
属
し
、
彼
が
条
約
の
完
結
者
た
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

議
院
の
慣
行
は
、
こ
の
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
大
統
領
に
よ
り
既
に
与
え
ら
れ
旭
条
約
の
批
准
の
違
憲
性
を
問
題
と
す

る
こ
と
を
認
め
ず
、
ま
た
大
統
領
に
よ
り
既
に
批
准
さ
れ
終
っ
た
条
約
を
再
び
議
院
に
付
議
せ
ん
と
す
る
政
府
に
対
す
る
勧
告
を
も
認
め

な
い
。
批
准
後
既
に
効
力
発
生
中
の
政
治
条
約
を
議
院
が
承
認
し
た
例
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
批
准
の
法
律
的
一
態
様
と
し
て
で
な
く
、
単

な
る
政
治
的
便
誼
策
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

国
際
法
の
進
化
は
、
批
准
権
限
が
裁
量
事
項
で
あ
る
と
い
う
原
則
を
確
立
し
同
。
す
な
わ
ち
、
批
准
を
無
期
限
に
延
期
す
る
こ
と
が
可

能
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
批
准
を
拒
否
し
て
も
な
ん
ら
違
法
の
問
題
は
生
じ
な
い
。
そ

L
て
こ
の
自
由
は
、
議
院
に
よ
る
大
統
領
の
批
准
に

対
す
る
授
権
の
自
由
と
、
大
統
領
に
よ
る
批
准
の
白
白
と
を
同
時
に
含
む
。

既
に
み
た
よ
う
に
、

一
定
の
条
約
の
締
結
に
対
す
る
法
律
の
議
決
に
よ
る
議
院
の
承
認
は
、
大
統
領
に
よ
る
批
准
の
授
権
の
形
式
で
あ

っ
て
、
性
質
的
に
条
約
を
法
律
に
変
え
る
効
力
た
も
つ
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
条
約
の
批
准
は
依
然
と
し
て
大
統
領
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ

て
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
大
統
領
は
、
議
院
に
よ
る
授
権
を
え
た
場
合
に
お
い
て
も
、
批
准
を
一
方
的
に
拒
否
す
る



<< 

こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
を
行
な
う
に
し
て
も
何
時
行
な
う
か
は
全
く
彼
の
裁
量
事
項
で
あ
る
。
議
院
の
承
認
を
え
た
後
に
お
い
て
も
、

条
約
は
依
然
と
し
て
大
統
領
の
《
排
他
的
作
品
》
と
し
て
留
る
と
は
、
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
い
わ
れ
る
。

所
謂
統
活
行
為
と
し
て
、
司
法
的
統
制
を
ま
ぬ
か
れ
る
。

そ
れ
は
、
通
常
の
行
政
行
為
と
は
異
な
り
、

結
局
、
大
統
領
の
批
准
行
為
を
議
院
が
統
制
し
う
る
の
は
、
大
臣
の
政
治
責
任
の
追
求
と
大
統
領
の
反
逆
罪
の
弾
劾
と
い
う
、
議
院
制

の
一
般
的
手
段
に
よ
る
間
接
的
統
制
に
よ
り
う
る
の
み
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

(3) 

ω
。
時
回
目
己
申
個
別
ゐ
同
国
阻
S
F
M
V江口白山
MX出
・
匂
-
H
∞
∞
一
《
批
准
と
は
、
権
限
的
国
家
当
局
が
、
条
約
案
を
自
己
の
そ
れ
(
全
権
)
と
の
間
に
決
定
し
た
全
権
の

所
属
す
る
国
家
の
連
絡
当
局
に
対
し
て
、
彼
女
(
権
限
あ
る
国
家
当
局
)
が
こ
の
案
に
与
え
る
と
こ
ろ
の
、
ま
に
そ
れ
に
よ
っ
て
条
約
を
、
乙
の
当
局
が

国
際
関
係
に
お
い
て
具
現
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
国
家
に
と
っ
て
爾
後
義
務
的
な
ら
し
め
る
と
乙
ろ
の
承
認
を
、
そ
れ
に
よ
っ
て
伝
達
す
る
外
交
的
手
段

(za『ロ
5
8什
島
匂

E
B
E
H
E
g
)
で
あ
る
》
、

p
w
E
E
E
U
m
g
g
m
o
w
F世
g
t
m
g
a
oロ
品
。
国
立
包
広
田
・
由
回
目
巳
宮
司

-o田
E
2
5司
世
田
品
。
由
仲

E
広
針
。
け

島
田
島
司
O
日付山口
Z
2
0・岡山
M
E
p
g吋
3
・
5
日
師
、
予
N
O
一
九
条
約
の
締
結
権
に
関
し
て
主
権
を
行
使
し
、
且
つ
代
表
す
る
と
こ
ろ
の
当
局
が
、
全
権
に
よ
っ

て
調
印
ぜ
ら
れ
た
条
約
を
承
認
し
且
つ
確
認
し
、
ま
た
そ
の
よ
う
に
し
て
条
約
に
決
定
的
な
有
効
性
を
そ
れ
に
よ
っ
て
与
え
る
と
こ
ろ
の
行
為
》
凶

g
a
p

E
b
g
S
F
由
主
主
匂

・

4
m
p

ω
一
八
九

O
年
一
一
月
四
日
の
議
院
に
お
い
て
、
母

F
田
司

2
5ロ
ロ
ミ
一
国
民
が
、
イ
ギ
リ
ス
と
の
間
に
締
結
せ
ら
れ
た
取
極
め
に
対
す
る
批
准
の
違
憲
性

を
指
摘
し
た
が
、
外
務
大
臣
呂
σ♀
は
、
条
約
が
一
旦
大
統
領
に
よ
っ
て
批
准
さ
れ
た
以
上
、
何
人
も
大
統
領
の
署
名
を
問
題
に
し
え
な
い
と
抗
議
し

た。

同

一

九

O
一
年
一
一
月
ご
日
の
議
院
に
お
い
て
、

ω。
g
g什
氏
が
主
張
し
た
が
、
議
長
ロ
8
0
Eロ
巴
は
、
そ
の
よ
う
な
性
質
の
議
決
を
要
求
す
る
こ
と

は
違
憲
で
あ
る
と
述
べ
た
。
以
上
ご
例
、

o
d
m
E
7
4
s
u
b
-
A
F
A
F
H
U
E
-
喝・

4
8
よ
り
。

帥
一
九
三
三
年
五
月
一
八
日
の
代
議
院
は
、
同

g
a
β
)
3
P田
氏
の
提
案
に
よ
り
、
一
九
一
一
一
一
一
年
一
一
月
二
九
日
の
フ
ラ
ン
ス
・
ソ
ヴ
エ
ト
不
可
侵
規
約

の
批
准
交
換
(
一
九
三
三
年
二
月
一
五
日
)
を
《
満
足
を
も
っ
て
承
認
す
る
」
と
決
議
し
た

Q

。
F
R
-
g
見、。ロ回国

gdu
】

V

円仲間口仲間福田・・同

YMW臼串・

間

冨

24M可
ロ
向
。
口

o
P
E
M
-
-
3謡
曲
司
曲
目
出
品

E
什
片
山
口
容
芯
ロ

lh世田宮島出、

Z
5
0
品
目
司
品
目
。
聞
き
由
口
付
。
同
定

g
q・5
岳
氏
ロ
刊
日
)
可
申
白
色
白
司
品
唱
。
曲
目

Z
E
m
p

c・m-HEP-MMM-
豆
町
仲
田
・

8
0
l
g
F
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説

ゆ
例
え
ば
一
九
二
五
年
四
月
六
日
の
フ
ラ
ン
ス
・
ス
イ
ス
仲
裁
裁
判
条
約
は
一
九
三
四
年
三
月
九
日
の
法
律
に
よ
り
授
権
さ
れ
た
。
批
准
の
遅
延
に
つ
い

て
、
一
九
三

O
年
連
盟
に
よ
り
指
名
き
れ
た
委
員
会
は
、
そ
の
弊
害
の
除
去
の
た
め
の
規
則
を
示
唆
し
た
が
、
し
か
し
明
確
に
、
批
准
の
裁
量
的
性
格
を

認
め
て
い
る
。
旨
・
旬
。
ロ
白
血
・

0匂・

aFMMMM・∞。
"HEH・

伺
各
国
に
お
け
る
一
九
紀
を
通
ず
る
議
院
制
(
権
力
分
立
制
)
の
進
化
の
及
ぼ
し
た
影
響
が
指
摘
さ
れ
る
。
。

F
別

g
a
s
p
M
V江田
aHMa--MMHVHSl

也
岡
山
但
し
、
連
盟
成
立
後
に
お
い
て
は
、
原
則
と
し
て
批
准
担
否
の
裁
量
性
は
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
《
そ
の
行
使
は
爾
後
、
条
約
に
よ
り
推
定
さ
れ
る
道

徳
的
義
務
ゃ
、
国
際
組
織
化
の
成
功
に
協
力
す
る
一
般
的
義
務
叉
は
連
盟
に
関
す
る
礼
譲
の
義
務
に
対
抗
す
る
よ
う
な
担
否
の
尤
も
ら
し
い
理
由
を
提
供

す
る
必
要
性
に
よ
り
条
件
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

V。
町
。
宮
町
入
E
宮
ユ
宮
島
8
芯
色
白
血
品
。
今
o
z
n
g
a
E
E
Zロ
忠
一
宮
耳
目
脂
ロ
OE--

a
a
g
a
v
z
a同
g
a
s
p趨
可
包
広
三
己
由
『
E
立

S
E
H
y
h
Mロロロ笹山『出品。

]
w
F
S
P
E
E
Z
E色
。
ロ
曲
目
。
白
色

5
広
吉
Z
F
H
P
8・田口
2
0
E

3
・
NNNi悶
凶

ω
・

刷

冨

g仲

Z
F
g
可
包
思
曲
面
件
目
。
晶
g
z
z
g
g
P
E
n
-
ι
g
E
g
g
-
H
b∞
H
H〈
-
g
s・
g・同
V-NSINS-
口
同
・
。
号
芯
念
冨
回
目
宮
司
m
-
F
P
E
-

。
阿
胃
8
曲目。出品。

E
S
Z口
広

m
b
E
S
F
s
s
-
M
)
-
H
4
0・
C
F
別

g
a
g
a
-
吋
江
口
口
6
8・匂目当
-NNFNNN-

ω
Z
E・
署
・
臨
む

lg-

-'12-

論

【
王
国
]
|
lゆ

秘
密
条
約

第
三
共
和
制
下
に
お
け
る
外
交
上
の
最
も
重
要
な
諸
成
果
は
、
秘
密
条
約
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
と
き
口
わ
れ
る
程
、

た
役
割
は
大
き
か
っ
た
よ
う
で
あ
る

1

1
尤
も
第
一
次
大
戦
後
こ
の
慣
行
は
後
退
し
た
封
。

こ
の
手
続
の
果
し

と
の
秘
密
条
約
締
結
権
は
次
の
諸
点
で
制
限
さ
れ
て
い
る
。

(

i

)

 

憲
法
上
、
議
院
の
承
認
委
求
さ
れ
て
い
る
一
定
の
条
約
に
つ
い
て
は
、
秘
密
条
約
は
あ
り
え
な
い
。

憲
法
慣
行
の
確
立
し
た
原
則
と
し
て
、
秘
密
条
項
は
明
示
的
規
定
を
破
壊
し
え
な
い
。

守
口
)

(…

m
)
 
信
義
則
又
は
良
識
上
、
議
院
に
対
す
る
通
知
は
、

l
lそ
の
時
期
は
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
に
し
て
も
1

1
《
真
実
且
つ
忠
実
》

す
な
わ
ち
《
完
全
》
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
さ
も
な
く
ば
、
そ
れ
を
全
く
拒
否
し
う
る
の
み
で
あ
託
。
条
約
の
も
た
ら
す
利
点
の
み
を



り
行
な
わ
れ
た
。

一
年
の
ブ
ラ
シ
ス
・
ド
イ
ツ
条
約
に
関
し
て
、

弾
劾
事
由
に
該
当
す
る
と
い
う
意
見
を
生
ん
だ
。

政
府
に
よ

通
知
し
、
譲
歩
し
た
犠
牲
を
隠
蔽
す
る
と
い
う
、
不
忠
実
な
通
知
が

一
九
一

〈

-
W
)

そ
れ
が
反
逆
罪
を
構
成
し
、

政
府
の
政
治
責
任
の
追
求
に
よ
っ
て
、

議
院
は
最
も
現
実
的
且
強
力
な
影
響
力
を
も
ち
う
る
。

が
拒
否
さ
れ
た
り
、

議
院
は
大
臣
に
質
問
し
、

倒
閣
の
手
段
に
訴
え
う
る
か
ら
で
あ
る
。

解
答

(3) 

或
は
不
充
分
に
し
か
得
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
に
は
、

ω
例
え
ば
、
仏
露
同
盟
・
仏
英
協
商
の
よ
う
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
危
険
な
孤
立
か
ら
脱
出
し
、
或
は
モ
ロ
ッ
コ
を
支
配
し
た
秘
密
条
約
。

m
P
1
5・

。℃
-
a
f
匂
・
包
φ
由

山

切

Eavb】品同
HHMコ
UA山

g
o
n
g
F
w・
3
・
MHUl飽
晶
、
障
問
・
一
九
一
一
一
年
、
モ
ロ
ッ
コ
問
題
に
際
し
、

E
S
S
E
g
の
提
案
に
よ

り
、
秘
密
条
約
の
廃
止
が
問
題
と
な
っ
た
が
否
決
さ
れ
た
。
巧

a
F
8・
a?・
ヨ
y

食
品
仲
田
・

倒
。
。
自
己
・

8
・

0
F
事

自

Z
自
・
〈

-
Z
F
[五
九
]
倒
。

同
共
和
三
年
、
共
和
八
年
憲
法
は
明
示
の
規
定
を
有
し
た

G
E匂
5
・
[
一
二
ニ
]
[
四
五
]

凶

切

R
E由

g
予

UEogF匂
・
当
・

問

ι『

2
0・
官
官
酉
40同
時
宕

g
ロロ
Z
g
-
8け
E日

付

s
z
z
g巳
H
O
E
d
H
B
-
g
常
包
広
田
国
叩
ロ
g
F
F
W
4・
E
e
o
U
一
宮
記
H0・
5
R
M
V・同
Mm-
但

し、

mpM》即
時
伊

(o-M-afMM・
毘
)
は
、
明
ら
か
に
誇
張
だ
、
反
逆
罪
は
国
家
の
運
命
ぞ
危
殆
に
頻
せ
し
め
る
重
大
な
過
失
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、

と
の
事
件
の
実
際
に
お
い
て
は
か
え
っ
て
一
般
的
な
利
益
を
防
衛
し
た
の
だ
か
ら
、
と
し
て
い
る
。

刷

切

胆

a
v
b
E回
予
匂
官
。
ロ
g
a
p
-
-
N
G由
u
e
F
苔
P

毛
-nF3
匂・

8
u
言
。

g
p
告
白

F
匂・

8
4・

フランス憲法史における条約と圏内法

軍
基
liω
大
統
領
の
み
で
批
准
し
う
る
条
約

日
く
、
政
治
条
約
、

同
盟
条
約
、
保
護
条
約
、
仲
裁
々
判
条
約
等
。

そ
の
国
内
的
執
行
の
為
に
は
常
に
議
院
の
議

極
め
て
重
要
な
条
約
が
こ
の
手
続
で
締
結
せ
ら
れ
う
る
。

議
院
制
の
確
立
し
た
憲
法
慣
行
に
よ
れ
ば
、
条
約
が
国
内
法
の
変
更
を
惹
起
す
る
場
合
、

決
を
要
す
る
。

- 78ー

し
た
が
っ
て
、
議
院
は
条
約
の
国
内
的
執
行
を
不
可
能
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
事
実
上
、
条
約
の
批
准
の
承
認
の
拒
否

と
極
め
て
類
似
し
た
機
能
を
果
す
。



丈

向、

説

ハ4
M

政
府
が
そ
の
よ
う
な
条
約
に
つ
い
て
は
、
大
統
領
の
批
准
に
先
立
っ
て
、
議
院
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
が
《
よ
り
合
理
的
且
つ
慎
重
》

だ
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
条
約
の
劾
力
要
件
と
し
て
確
立
し
た
憲
法
的
原
則
と
ま
で
な
っ
て
い
た
と
は
い
え
な
い
。

慣
行
上
、
政
府
は
、
一
八
七
五
年
七
月
一
六
日
憲
法
法
律
八
条
の
文
字
の
厳
格
な
制
限
的
解
釈
を
拾
て
て
、
そ
の
リ
ス
ト
中
に
含
ま
れ

な
い
殆
ん
ど
す
べ
て
の
重
要
な
条
約
を
議
院
の
承
認
に
服
せ
し
め
る
に
至
る
。
既
に
み
た
第
三
共
和
制
下
の
議
会
優
位
の
議
院
制
の
慣
行

そ
の
よ
う
な
形
で
明
瞭
に
あ
ら
わ
れ
る

Q

そ
の
理
由
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
政
治
的
な
も
の
で
あ
り
、
政

そ
の
他
世
を
強
化
せ
ん
と
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
つ

-74ー

論

は
、
条
約
締
結
手
続
に
お
い
て
、

府
は
議
院
と
合
体
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

川
倒
と
し
て
、
一
八
七
八
年
七
月
一
一
一
一
一
日
の
、
ロ
シ
ヤ
・
ト
ル
コ
戦
争
を
終
結
せ
し
め
る
、
ベ
ル
リ
ン
条
約
が
最
も
よ
く
引
か
れ
る
。
富
山
ロ

voロ
吉
田

M-aけ・

問者

ω
2
1
8
g
に
よ
れ
ば
、
先
行
共
和
制
諸
憲
法
が
政
治
・
同
盟
条
約
に
議
院
の
承
認
を
要
求
し
た
の
に
対
し
、
と
の
憲
法
が
不
必
要
な
ら
し
め
た
の
は

会
央
知
の
し
る
し
》
だ
と
さ
れ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
一
、
同
盟
条
約
は
純
粋
に
政
治
的
な
行
為
で
あ
り
、
法
律
と
親
和
の
対
象
た
り
え
な
い
。
し
た
が
っ
て

立
法
府
の
管
轄
に
属
し
え
な
い
。
ご
、
議
員
達
は
計
画
も
将
来
の
同
盟
団
の
行
動
手
段
と
に
つ
い
て
の
熟
慮
も
な
し
に
承
認
か
否
か
を
き
め
る
だ
ろ
う
が
、

そ
の
干
渉
は
節
度

G
g
g
自
由
関
口
可
申
)
を
維
持
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
叉
秘
密
が
常
に
必
須
の
条
件
だ
か
ら
実
行
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
、
と

い，ヲ。

(2) 

9
・

mgaga-P言
。

eg--
匂
-

M
∞
∞
一
色

-
E
o
v
o
P
8・

nu--匂

-
w∞由
l
一自白・

こ
の
議
院
制
的
慣
行
の
成
長
に
つ
い
て
、

g-vg・
[
三
七
]
[
一
二
八
]

(3) 

∞軒目
V

山岡1
匝・。同
Y

ロM
A
r

・同)・∞
4
・

同
居
目
白

V
B・
S-afM}・留由・

mw

学
説
上
、
現
脊
園
内
法
律
に
変
更
を
も
た
ら
す
す
べ
て
の
条
約
は
、
法
律
上
、
批
准
に
先
立
っ
て
議
院
の
干
渉
が
必
要
だ
と
す
る
も
の
が
あ
る
。
。
母
芯

色
。
冨
色
宮
月
刊
(
昌
弘
。
ユ
骨
肉
宮
雪
国
問
。
晶
曲
目

SFHus-
廿

-H・
3
・
呂
田
l

呂田・

F

E・
2
官
。
由
回
目
。
出
品
品
目
白

40-oEb
意
思
g
F
H
g
H・
3
・
8
4
1

g∞
)
は
、
《
大
統
領
は
、
議
院
の
協
力
な
く
し
て
は
、
国
際
的
な
資
格
に
お
い
て
も
ま
た
外
国
と
の
取
き
め
と
い
う
手
段
に
お
い
て
も
、
彼
が
圏
内
で
特

別
な
或
は
規
則
制
定
的
な
統
令
の
方
法
に
よ
っ
て
な
し
え
な
い
と
と
は
な
し
え
な
い
》
と
い
う
《
フ
ラ
ン
ス
公
法
の
一
般
原
理
》
か
ら
、
そ
れ
を
基
礎
づ



(3) 

け
る
。こ

れ
に
対
し
、
冨
免
許
可
申
(
。

MM-af
宮
Y

M
臨
む
j
N
四
回
)
は
、
怒
意
的
・
非
論
理
的
な
り
と
し
て
批
判
す
る
。
す
な
わ
ち
、
憲
法
は
議
院
の
干
渉
の
有
無

に
よ
っ
て
条
約
の
効
力
を
分
け
て
い
な
い
。
法
律
事
項
と
命
令
事
項
と
い
っ
た
議
論
の
多
い
区
別
に
よ
っ
て
、
憲
法
の
規
定
に
新
ら
し
い
条
約
を
加
え
る

乙
と
は
怒
意
的
で
は
な
い
か
。
次
に
そ
れ
は
非
論
理
的
だ
ο

条
約
は
、
そ
の
イ
ニ
シ
ャ
チ
ヴ
、
修
正
権
、
批
准
権
に
つ
い
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
国
首
の

排
他
的
作
品
で
あ
っ
て
、
憲
法
の
下
に
法
律
と
区
別
さ
れ
た
自
律
的
法
源
で
あ
る
。
法
律
に
対
し
、
い
ず
れ
が
優
位
で
い
ず
れ
が
従
属
す
る
と
い
う
ζ

と

は
何
ら
示
さ
れ
て
い
な
い
、
と
。

憲
法
の
解
釈
と
し
て
は
後
者
が
正
し
い
。
慣
行
上
、
の
出
芯
色
白
沼
恒
】
σ。
吋
ぬ
の
指
摘
し
た
よ
う
な
進
化
が
{
存
在
す
る
に
至
っ
た
こ
と
は
争
え
な
い
が
、

そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
政
府
が
事
前
承
認
を
受
け
る
こ
と
を
法
律
上
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
は
解
し
え
な
い
。
そ
う
し
な
い
で
、
事
後
に
執
行
の
議

院
に
も
と
め
て
も
正
規
で
な
い
乙
と
は
な
い
。

一
八
九
九
年
七
月
ご
九
日
の
出
品
φ

で
調
印
さ
れ
た
国
際
紛
争
の
平
和
的
規
整
及
び
戦
争
慣
習
法
に
関
す
る
協
約
の
一
つ
は
、
明
ら
か
に
議
院
の
事

前
承
認
を
う
る
乙
と
な
く
批
准
せ
ら
れ
た
が
、
戦
争
捕
虜
向
け
の
救
援
物
資
の
入
国
税
を
免
除
す
る
条
約
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
関
税
法
及
び
租
税
法
に
対
す

る
紙
触
を
ふ
く
む
も
の
で
あ
り
、
執
行
の
為
の
法
律
が
議
決
さ
れ
た
。
富
山
口

g
p
。
u
-
a
f
同ゼ
-
u
c
c
i目
C
N
-

刷
憲
法
法
律
八
条
に
《
記
入
さ
れ
た
事
項
の
列
挙
は
、
も
は
や
制
限
的
と
解
さ
る
べ
き
で
は
な
い
・
:
》
開
己
納
得
白
骨
匂

5
3
0・
4
2
M芯
旬
。
ロ
怠
円
山
口
四
・
・
品

E
m
s
z
b
g油
田
グ

HUz--M匂
・
記
4
1
4ぉ・

的
そ
の
分
類
列
示
に
つ
い
て
は
、
。
F
悶

g
a
s
p
司ユ
g
q
s・
2
y
ω
∞M
t凶
↑
そ
の
種
類

ω
み
を
引
用
す
れ
ば
、
ご
国
間
条
約
と
し
て
、
保
護
条
約
、

仲
裁
裁
判
条
約
、
相
互
援
助
条
約
、
多
国
間
条
約
と
し
て
、
政
治
条
約
、
連
合
条
約
、
交
通
制
度
に
関
す
る
条
約
、
殖
民
地
問
題
を
規
整
す
る
条
約
、
戦

争
の
権
利
を
規
整
す
る
条
約
、
国
際
的
紛
争
の
平
和
的
規
整
に
関
す
る
条
約
、
軍
縮
に
関
す
る
条
約
、
私
法
統
一
に
関
係
す
る
条
約
。

則

。

v・
別

g
a
g
a
-
Eロロ
f
g・
u
-
N
S
二
議
院
の
承
認

ω必
要
性
は
実
際
上
多
く
の
フ
ァ
ク
タ
ア
に
依
存
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
条
約
の
重
要
性
、

輿
論
お
よ
び
議
院
に
お
い
て
惹
起
き
れ
た
関
心
、
議
院
と
政
府
と
の
間
の
憲
法
的
平
衡
、
で
あ
る
リ

orpロ
'
F
2
2
P
の
G
E
F
。匂

-
a
f
匂・

4

∞∞-

仙
川

ζ

の
傾
向
と
は
逆
に
、
憲
法
上
議
院
の
承
認
を
要
件
と
す
る
一
定
の
条
約
の
締
結
に
つ
い
て
、
議
院
の
統
制
を
免
か
れ
ん
と
す
る
傾
向
が
、
第
一
次
大

戦
後
み
ら
れ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

(

i

)

一
九
一
九
年
七
月
ご
九
日
法
律
以
来
一
般
化
す
る
に
至
っ
た
、
調
印
後
批
准
前
に
仮
に
適
用
さ
れ
る
通
商
条
約
締
結
の
慣
行
0

4
・
2司
E
-
[五

O
]
倒

- 75ー

フランス憲法史における条約と国内法



説

(
H
U
)

デ
ク
レ
‘
・
ロ
ワ
の
慣
行
の
発
達
の
影
響
は
、
次
の
事
例
に
み
ら
れ
る
。
一
九
三
九
年
の
フ
ラ
ン
ス
・
ド
イ
ツ
の
国
境
問
題
に
関
す
る
ご
つ
の
条

約
は
、
同
年
三
月
一
九
日
の
法
律
の
委
任
し
た
特
殊
な
権
限
に
も
と
-
つ
い
て
、
デ
ク
レ
に
よ
り
批
准
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
デ
ク
レ
は
、
両
院
の
批
准
に
服

せ
し
め
る
乙
と
を
規
定
し
て
い
た
が
、
戦
争
勃
発
に
よ
っ
て
、
議
院
は
そ
れ
を
恒
否
し
た
。
。

F
"。ロ回国
S
F
句民間ロ片岡}白血・・匂・皆ぶ・

(
出
)
簡
易
形
式
協
定
の
慣
行
河
町
民

E
[五
六
]

論

[
五
六
]
1
1同

簡
易
形
成
協
定

(
ω
2
2
r
g
p門
岡

宮

田

5
1
s
bゆ
)

憲
法
典
外
の
慣
行
と
し
て
発
達
し
た
こ
の
手
続
の
特
質
は
、

大
統
領
の
批
准
な
く
し
て
、
政
府
の
行
う
調
印
の
み
に
よ
り
、
効
力
を
発

生
す
る
乙
と
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
議
院
に
よ
る
批
准
の
承
認
も
問
題
と
は
な
ら
な
い
。

そ
れ
は
通
常
公
文
書
又
は
通
諜
の
交
換
本

nvgmm
骨

-
2件
目
的
。
ロ
母

g
g凹
)
と
い
う
名
称
の
下
に
行
な
わ
れ
る
が
、
慣
行
に
よ
れ
ば
、

そ
の
名
称
は
通
常
の
条
約
の
そ
れ
と
異
な
ら
ず
、
ま
た
大
統
領
の
批
准
や
更
に
そ
の
批
准
の
議
会
に
よ
る
承
認
の
対
象
と
さ
え
も
な
っ
て

い
る
の
で
あ
っ
て
、
通
常
の
条
約
と
の
限
界
は
甚
だ
し
く
不
明
瞭
で
あ
る
。

最
も
顕
著
な
例
と
さ
れ
る
の
は
、

一
九

O
四
年
一
一
月
三
日
パ
リ
に
お
い
て

ブ
ラ
シ
ス
外
務
大
臣
ロ
巳
n
g
m
b
と
ス
ペ
イ
シ
大
使

冨

SF
候
爵
と
の
間
に
調
印
せ
ら
れ
た

R
E足
。

E
E仲
で
あ
っ
て
、

そ
れ
は
モ
ロ
ッ
コ
に
お
け
る
両
国
の
政
策
の
決
定
及
び
主
張
様
益

の
限
定
を
含
ん
だ
。

こ
の
手
続
は
第
一
次
大
戦
を
通
じ
て
更
に
増
大
し
、

グ
ェ
ル
サ
イ
ュ
条
約
の
一
定
の
条
項
は
、

こ
の
政
府
聞
の
協
定

に
よ
っ
て
修
正
さ
れ
う
る
こ
と
を
規
定
し
、
一
九
一
二
年
五
月
及
び
一
九
二
四
年
八
月
の
ロ
ン
ド

γ
協
定
は
、
賠
償
方
式
を
根
本
的
に
修

正
し
た
が
、
そ
れ
は
内
閣
総
理
大
臣
の
調
印
の
み
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
。

的
措こ
置の
が協
挙 定
げの
ら対
れ象
るると
。な

り
う
る
事
項
と

し
て
は

一
、
条
約
の
執
行
措
置
、
二
、
先
行
協
約
の
解
釈
、
三
、
準
備
的
措
置
、

四
、
暫
定

-76ー



こ
の
種
協
定
は
、
法
律
的
に
は
、
成
文
及
び
慣
行
憲
法
上
執
行
権
に
与
え
ら
れ
る
権
限
の
範
囲
内
に
止
る
べ
き
こ
と

が
要
求
さ
れ
る
が
、
執
行
権
強
化
の
傾
向
に
伴
な
い
、
そ
の
内
客
の
拡
張
が
顕
著
で
あ
る
か
ら
、
協
定
の
範
囲
も
広
汎
と
な
る
。
政
治
的

な
限
界
と
し
て
は
、
調
印
し
た
大
臣
の
代
表
す
る
国
が
該
協
定
の
執
行
を
拒
否
し
た
場
合
、
設
大
臣
は
政
治
責
任
を
負
は
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
形
式
の
協
定
の
有
効
性
を
(
下
級
裁
判
所
の
一
時
的
な
否
認
を
除
い
て
)
一
貫
し
て
認
め
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら

判
例
は
、

(3) 

ω
愈ロ
Z
E妥
当
・

8
5
8
5
P
S
S
E
-
男
g
出
向
。

5
8酔
丘
町
・

聞

の

F

F一回国白
S
F
句
民
国
民
一
宮
田
J

唱
・
悶

8
・

同
通
常
の
条
約
の
大
統
領
の
批
准
に
対
す
る
場
合
(
白
吾

g
[五
O])
と
異
っ
て
、
簡
易
形
式
協
定
の
批
准
の
一
議
院
に
よ
る
授
権
の
形
式
は
慣
行
上
《
共

、.、.、.、.、，、.

和
国
大
統
領
は
、
:
・
:
適
用
せ
し
め
る
こ
と
を
授
権
さ
れ
る
》
と
い
う
文
言
に
よ
る
。

凶

切
mw
昆印私問。

gu可

E
U
S
N
-
吋

E
宮市刷

--HV‘∞鴎・

ζ

の
手
続
が
発
達
し
た
理
由
と
し
て
の
V
-
M
H
o
g
g
g
(
p
g
a
M
v
g
-
匂・日間

H)
は
、
一
般
論
と
し
て
、

次
の
三
点
を
挙
げ
る
。
〔
i
)

ロ
1
7
法
王
庁
と
非
カ
ト
リ
ッ
ク
国
と
の
聞
に
協
定
を
結
ぶ
た
め
、
(

H

U

)

国
首
個
人
を
正
式
に
照
会
す
る
こ
と
を
し
り

ぞ
け
ん
と
す
る
。
同
様
に
国
首
の
公
告
を
前
文
に
再
録
す
る
乙
と
が
争
い
あ
る
政
治
的
主
張
を
歎
一
ホ
的
に
承
認
し
た
も
の
と
解
き
れ
る
恐
れ
あ
る
場
合
。

(
…
山
)
連
盟
の
後
援
の
も
と
に
締
結
せ
ら
れ
た
国
際
協
約
の
批
准
の
遅
延
を
改
善
す
る
た
め
。

問

。

v・
別

s
g
S
F
吋
江
田
口
即
日
出
回
よ
匂
匂
・
悶
明

41Ng・

刷
出
回
同
氏
。

FMMHふ
ロ
山
田
島
骨
骨
。

z
o
o
u
a広
三
日

O
P
E
-
u
M
O
E
-
S
N
P
漂
yω
∞∞
l
∞
∞
竺
呂
町
出
向
山
口
守

C
g
a広
三
件
目

Y
F
O
窓
口

P
Z由
S
S仲
含
】
祖
国
思
B

ロ回世山崎
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1フランス憲法史における条約と国内法

[
五
七

]
l
lゆ
議
院
に
よ
る
間
接
的
統
制
の
意
義

以
上
を
全
体
と
し
て
み
た
場
合
、
条
約
締
結
を
、

そ
の
商
議
・
調
印
・
批
准
、

す
な
わ
ち
開
始
、
条
約
作
成
お
よ
び
完
結
の
段
階
に
着

， 
J 

-77ー



説

目
す
れ
ば
、

- 78ー

一
八
七
五
年
の
憲
、
法
の

ν
ス
テ
ム
に
お
い
て
は
、
法
律
的
に
厳
密
に
言
っ
て
、
共
和
国
大
統
領
を
主
人
と
す
る
、

と
言
わ
ざ

る
を
得
な
い
。
す
な
わ
ち
、
議
院
は
そ
れ
に
直
接
的
に
干
渉
す
る

l
l或
は
事
前
に
そ
れ
を
強
制
す
る

l
lな
ん
ら
の
法
律
的
手
段
も
、

論

憲
法
上
認
め
ら
れ
て
は
い
な
い
と
言
う
ベ
を
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
そ
の
中
間
段
階
に
、
議
院
C
承
認
が
介
入
す
る
と
否
と
に
か
か
わ

ハ

zv

ら
ず
、
変
ら
な
い
。
プ
リ
ア
ジ
の
政
府
の
特
権
の
理
論
は
、
法
律
論
と
し
て
は
完
全
に
正
し
か
っ
た
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
憲
法
制
度
全
体

l
l議
院
制

l
lの
構
造
の
う
ち
に
お
い
て
、
政
府
は
議
院
の
同
意
を
、

す
な
わ
ち
議
院
の
多
数
の

信
任
を
そ
の
在
職
の
要
件
と
す
る
。

一
定
種
類
の
条
約
締
結
に
対
す
る
議
院
の
承
認
が
、
事
後
的
な

ま
た
授
権
の
意
義
を
有
す
る
に
す

g
c
な
い
統
制
だ
と
し
て
も
、
議
院
は
一
切
の
種
類
の
条
約
の
締
結
に
つ
い
て
、

あ
ら
ゆ
る
段
階
に

政
府
の
政
治
責
任
を
追
求
し
、
辞
職

を
惹
起
せ
し
め
う
る
主
人
で
あ
る
。
議
院
の
留
保
す
る
こ
の
一
段
的
・
政
治
統
制
手
段
に
よ
る
間
接
的
統
制
が
、
条
約
締
結
を
そ
の
商
議

の
段
階
に
お
い
て
さ
え
、
ほ
う
む
り
う
る
こ
と
を
我
々
は
既
に
み
た
。
そ
こ
で
は
、
議
院
が
条
約
締
結
に
関
し
て
政
府
を
事
後
的
広
統
制
す

る
の
み
な
ら
ず
、

そ
の
指
導
へ
の
り
だ
す
傾
向
を
看
取
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
議
院
は
、
政
府
の
政
治
責
任
追
求
と
い
う
乎

一
歩
進
ん
で
、

段
に
よ
っ
て
、
結
局
条
約
締
結
に
つ
い
て
も
最
後
的
な
決
定
権
を
握
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、

そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
根
拠
を
有
す
る
も
の
と
言
は
ね
ば
な
ら
な
い
。

ブ
ラ
シ
等
の
い
う
議
院
の
特
権
の
理
論
も
、

次
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
に
お
い
て

こ
の
政
治
的
統
制
の
諸
手
段
を
，
一
べ
つ
し
て
お
こ
う
。

ω
a・
c-
四
回
昆
S
F
P
&広
含

massHvo--骨
Suo-け
・
タ

HUE噌
苫
・
白
区
12m-

間

切

RSbHmgu可
申
け
巴
d
R・
E-包思・
M
M

・
∞
品
。
・
〈
「
外
交
の
民
主
化
」
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
議
院
が
政
府
の
対
外
政
策
の
全
体
に
対
し
て
確
実

(
忠
広
告
同
)
な
統
制
を
行
使
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
知
る
こ
と
の
方
が
、
ど
の
よ
う
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
条
約
が
、
議
院
の
明
示
の
授
権
に
服
せ
し
め
ら
れ

る
か
を
探
究
す
る
ζ

と
よ
り
も
、
よ
り
重
要
で
あ
る
。
憲
法
の
文
字
か
ら
す
れ
ば
:
・
・
帝
制
ド
イ
ツ
憲
法
は
イ
ギ
リ
ス
憲
法
よ
り
も
よ
り
民
主
的
で
あ
る

よ
う
に
み
え
る
で
も
あ
ろ
う
が
、
現
実
は
全
く
逆
で
あ
る
》
。
ぇ
・
回
目
立
vbzgu〉
OA山

gon『担位。
.wE}-H臼
M
a
m
-
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代書口
表面頭
質質質
問 問 問
3 3 3議
t ag  院
::tr .0 .0の
同ロロ 8"
閉めゆ[百J
品目印、~

己 t:J. 叶 干長

亘 g g雨
õ.~ 凹印有
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ilと旦ム諸

手
段

ω
議
院
規
則
ハ
一
一
一

O
条
)
に
よ
れ
ば
、
会
期
末
の
一
週
に
ご
度
、
大
臣
に
対
し
て
二
つ
の
質
問
を
提
出
し
う
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
主
と
し
て
園
内

政
策
に
関
す
る
も
の
で
、
対
外
政
策
に
対
す
る
も
の
は
極
め
て
少
な
く
、
一
年
に
多
く
て
四
度
と
さ
れ
る
。
議
員
は
質
問
に
対
す
る
大
臣
の
解
答
を
聴
く

と
い
う
よ
り
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
自
己
の
見
解
を
発
表
す
る
た
め
に
そ
れ
を
行
う
と
さ
れ
る
o

切
E
H
S
b
r
g吋
$
ロ
gwF45ZAP-
匂
・
∞
目
。
.

問

一

九

O
九
年
代
議
院
で
、
一
九
一
一
年
上
院
で
採
用
さ
れ
始
め
た
こ
の
手
続
は
、
微
妙
な
対
外
政
策
の
統
制
を
促
進
す
る
こ
と
を
意
図
し
、
大
臣
に
的

確
な
解
答
の
た
め
の
充
分
な
反
省
の
余
猶
を
与
え
る
点
を
狙
い
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
乙
の
手
続
は
当
初
の
意
図
に
反
じ
て
、
国
内
事
項
に
関
し
て
は
大
い

に
活
用
さ
れ
た
が
、
対
外
政
策
に
関
す
る
も
の
は
無
か
っ
た
と
さ
れ
る
。
切
常
一

s
b
r
g『

S
Uロ
g-
叶

E
一
広
よ
ぷ
}
・

8
U
1
4
0
0
・∞担。・

ω
そ
れ
が
対
外
政
策
を
統
制
し
う
る
実
効
性
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
過
大
評
価
し
え
ぬ
よ
う
で
あ
る
し
何
故
な
ら
ば
、
そ
れ
は
散
慢
・
鈍
重
な
大
議
論
と

な
り
、
的
確
・
迅
速
な
大
臣
の
解
答
が
期
待
で
き
ぬ
こ
と
、
尾
大
な
議
事
日
程
を
議
事
運
営
に
整
序
す
る
の
は
議
院
の
多
数
で
あ
る
か
ら
、
対
外
政
策
に

対
す
る
、
特
に
少
数
党
の
代
表
質
問
は
出
に
く
く
、
多
数
党
を
背
景
と
す
る
政
府
に
都
合
の
い
い
も
の
し
か
現
れ
て
こ
な
い
結
果
と
な
る
ζ

と
等
が
そ
の

理
由
と
き
れ
る
。
切
号

sbH曲目
『

R
D
E
R
-
寸

E
E山
よ
冨
】
∞
旬
。

l
gケ

F
玄

3
5司・口
F
匂匂

-mle
は
、
議
院
の
調
査
権
の
慣
行
が
対
外
政
策
に
関

す
る
事
項
に
お
い
で
執
行
権
の
作
品
に
対
す
る
、
よ
り
直
接
的
な
仕
万
で
結
び
つ
い
た
と
す
る
。
ぇ
・
回

-
E
2『
少
叶

g
x
b
w
h
F
E
L凶己匂刷
L
b
g
S
F
匂・

4
旬串・

(3)' フランス憲法史における条約と国内法

(
-
W
〉

財
政
(
関
税
}
委
員
会

財
政
委
員
会
は
、
外
交
事
項
に
関
す
る
予
算
に
つ
い
て
報
告
を
提
出
す
る
が
、

そ
の
報
告
の
た
め
に
は
政
府
側
か
ら
提
供
す
る
資
料
の
役
割
が
大
き
か
っ
た
よ
う
で
あ

そ
の
中
に
は
嬰
々
対
外
政
策
に
関
す
る
特
殊
な
、
戎
は

る 全
般
的
な
問
題
に
つ
い
て
の
陳
述
が
含
ま
れ
る
。

- 79ー



そ
の
後
、
対
外
事
項
の
予
算
に
つ
い
て
の
討
議
が
行
な
わ
れ
、
第
一
次
大
戦
前
に
は
、
外
交
の
根
本
方
針
に
つ
い
て
、

ア
カ
デ
ミ
ッ
ク

- 80ー

な
議
論
が
展
開
さ
れ
、
少
数
有
識
者
が
選
ば
れ
て
そ
れ
に
参
加
し
た
。

し
か
し
大
戦
後
に
は
、
予
算
の
尾
大
化
と
提
出
さ
れ
る
時
期
の
遅

訳延
でと
あ〈に
る乙よ
。ぐコ

て

討
議
は
簡
約
化
せ
ら
れ

一
九
二
六
年
に
は
一
般
的
討
議
は
廃
止
せ
ら
れ
る
に
至
り
、

そ
れ
だ
け
統
制
力
は
後
退
し
た

関
税
委
員
会
も
、
通
商
条
約
の
締
結
に
つ
い
て
は
少
な
か
ら
ぬ
活
動
を
し
た
よ
う
で
あ
る
。

(

V

)

 

外
交
委
員
会

《
最
も
活
動
的
で
、
最
も
有
効
で
、
最
も
恒
常
的
な
統
制
》
は
、
外
交
委
員
公
の
行
動
か
ら
結
果
し
た
と
言
わ
れ
る
。

上
院
に
お
い
て
は
三
六
人
の
、
議
員
中
か
ら
比
例
代
表
に
よ
り
選
出
さ
れ
た
メ
シ
パ

I

委
員
会
は
、
代
議
院
に
お
い
て
は
四
四
人
の
、

で
構
成
さ
れ
る
、
常
設
の
一
般
的
大
委
員
会
で
あ
る
。

外
交
委
員
会
は
、
議
院
の
行
な
う
大
統
領
の
批
准
の
投
権
の
法
律
案
を
準
備
し
ま
た
そ
れ
に
つ
き
報
告
す
る
こ
と
を
一
任
務
と
す
る
が
、

最
も
重
要
な
役
割
を
果
す
の
は
、
政
府
の
対
外
政
策
に
対
す
る
一
般
的
な
統
制
に
つ
い
て
で
あ
る
。

こ
の
統
制
の
手
続
は
全
く
委
員
会
の
慣
行
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
が
、
委
員
会
は
、
メ
ン
バ
ー
中
か
ら
情
報
報
告
者
を
選
任
し
、
政
府
と

の
接
触
を
保
持
し
、
必
要
な
情
報
を
報
告
せ
し
め
る

Q

最
も
重
要
な
統
制
方
法
は
、
外
務
大
臣
又
は
そ
の
他
の
太
臣
の
審
問

(ge色
。
ロ
)

そ
こ
で
対
外
政
策
に
対
す
る
質
問
・
応
答
の
的
確
な
組
織
が
実
行
さ
れ
る
。

で
あ
っ
て
、

委
員
会
の
決
議
は
、
例
え
ば
外
相
プ
リ
ア
シ
を
カ
ン
ヌ
の
会
議
中
途
に
し
て
帰
国
せ
し
め
、

い
う
統
制
力
を
発
揮
し
問
。
そ
の
他
に
も
一
虫
色
限
度
に
お
い
て
、
外
交
委
員
会
の
統
制
が
、
議
院
全
体
の
そ
れ
に
代
る
と
い
う
傾
向
を

生
じ
た
。
例
え
ば
、

そ
れ
が
内
閣
の
辞
職
を
惹
起
せ
し
め
た
と

一
九
三
二
年
一
一
月
三

O
日、

当
時
の
内
閣
総
理
大
臣
兼
外
務
大
臣
た
っ
た
エ
リ
オ
司
・
出
R
江
。
仲
)
は
、
負
債
問
題



同
宮
司
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刷

ω
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例
。
回
関
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血
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ω
0
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刷
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件
V
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自

q
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P包
忽
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M
M
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回
同
一
切

R
p
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guJ
盟
国
曲
目
白
白
二
時
可
F
4
P
昌
吉
ユ
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E
g
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s恒
三
白
血
苫
芯

g帽
晶

8
8
8
E邑。
5
・

可酔司
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居
留
・
同
M

・
自
4
・帥白戸

一

時

倒

切

2
5
8吋
a
u
g
-甲
包
広
-w
匂
・
器
M

団

側

切

恒

星

訟

@
B予
居
留
曲
目

L
-
g
《
し
た
が
っ
て
そ
こ
で
は
議
院
の
統
制
の
あ
る
移
動

(
S
F
2
5
5
)
が
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
乙
の
移
動
は
、

調
外
交
委
員
会
に
固
有
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
充
分
に
一
般
的
で
あ
る
。

F
O回
目
宮
ロ
司
民
が
、
財
政
委
員
会
の
議
決
の
後
辞
取
を
よ
ぎ
な
く
さ
れ
た
の

・

か

も

そ

れ

で

あ

る

y
p
g
F
8・
aけ"匂・∞帥由・

み

t
d制

凶
宮
島
公
曲
目
『
・
官
官
・
匂
・

M
g・

uu

闘
し
か
し
、
外
交
委
員
会
の
、
情
報
機
関
お
よ
び
行
動
機
関
と
し
て
の
役
割
は
、
き
し
て
大
き
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
ら
し
い
。
す
な
わ
ち
、
新
聞
紙
上

惜
に
既
に
発
表
さ
れ
て
い
る
情
報
の
提
供
を
政
府
に
要
求
し
た
委
員
長
が
、
そ
れ
を
担
否
さ
れ
る
と
い
う
事
態
を
生
じ
た
乙
と
が
あ
る
。
ま
た
、
委
員
会
は

ス
一
大
臣
の
出
席
中
に
の
み
討
議
し
、
そ
乙
で
行
っ
た
審
聞
の
後
に
お
い
て
も
、
通
常
は
結
論
を
欠
い
て
お
り
、
議
院
の
代
表
質
問
に
お
い
て
も
、
委
員
会
と

り
し
て
は
そ
れ
に
介
入
す
る
こ
と
な
く
、
委
員
長
も
単
な
る
一
議
員
と
し
て
発
言
す
る
に
す
ぎ
な
い
。

E
Z
3・
回
目
白
ご
と
手
書

a

フ
句
'
側
関

FSFb-Bq-
宮
S
F
-
P
N
旬。.

ハH
H
V
ハM
U
J
V

に
つ
い
て
公
開
の
討
議
は
適
切
で
は
な
い
が
、
外
交
委
員
会
の
意
見
を
ち
ょ
う
せ
ず
し
て
は
何
事
も
決
定
し
な
い
と
述
べ
て
い
る
。

外
交
委
員
会
は
《
議
院
中
の
諸
増
税
関
》
の
う
ち
の
最
た
る
も
の
と
し
て
、
政
府
の
条
約
締
結
を
含
め
た
外
交
政
策
を
統
制
す
る
上
に
お

い
て
、
重
要
な
役
割
を
果
し
た
。
そ
の
意
味
で
、
政
府
の
条
約
締
結
権
に
対
す
る
統
制
は
、

重
の
手
段
に
よ
っ
て
加
え
ら
れ
た
と
言
わ

ね
ば
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

(3) 
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説

【
五
九
]
1
1国
際
連
盟
規
約
と
ブ
ラ
シ
ス
憲
法
に
お
け
る
条
約
締
結
権
の
規
定
と
の
抵
触
の
問
題
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論

一
九
一
九
年
の
国
際
連
盟
規
約
が
、
国
際
法
の
墜
史
の
上
で
占
め
る
、
画
期
的
・
草
命
的
意
義
に
つ
い
て
は
、
今
更
述
べ
る
ま
で
も
な

か
ろ
う
。
そ
れ
は
、
国
際
社
会
を
綜
合
的
に
組
織
化
す
る
国
際
的
平
和
…
機
慌
の
基
本
法
と
し
て
、
《
国
際
憲
民
》
と
も
呼
ば
れ
る
。

こ
の
規
約
は
、

ブ
ラ
シ
ス
憲
法
が
嘗
て
知
ら
な
か

O
た
問
題
を
惹
起
せ
し
め
た
。
す
な
わ
ち
、
条
約
と
憲
法
と
の
内
容
的
抵
触
の
問
題

で
あ
り
、
更
に
は
条
約
に
よ
る
憲
法
の
修
正
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

と
り
も
な
お
さ
ず
条
約
の
内
容
の
進
化
の
到
達
点
を
示
す

も
の
で
あ
る
。
嘗
て
は
、
単
な
る
国
首
聞
の
契
約
に
す
ぎ
な
か
っ
た
条
約
が
、
次
第
に
国
内
立
法
の
対
象
と
す
る
と
こ
ろ
を
規
律
す
る
に

至
り
、
今
や
更
に
進
ん
で
国
内
憲
法
の
規
整
す
る
対
象
に
迄
及
ん
だ
の
で
あ
る
。

連
盟
規
約
は
、

一
八
七
五
年
憲
法
の
規
定
す
る
、
大
統
領
の
商
議
機
・
批
准
権
、
秘
密
条
約
締
結
権
、
戦
争
遂
行
権
に
つ
い
て
、
法
律

上
両
立
じ
え
な
い
低
触
を
含
ん
で
い
る
。
こ
の
最
後
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
条
約
締
結
権
と
直
接
関
係
が
な
い
か
ら
除
き
、
他
の
三
点
に

つ
い
て
、
慣
行
・
学
説
の
あ
と
を
た
ど
り
つ
つ
、
そ
の
解
決
を
説
明
す
る
こ
と
に
す
る
。

ω
横
田
喜
三
郎
、
国
際
法
学
(
上
)
、
匂

-HNF
田
岡
良
一
、
国
際
法
の
歴
史
、
国
際
法
講
座
一
巻
、

-
V

∞
白
山
高
野
雄
て
国
際
社
会
・
国
際
法
秩
序
の

過
去
、
現
在
及
び
将
来
、
法
学
誌
林
、
四
七
巻
一
号
(
一
九
四
九
)
匂
・
巴
山

b
・
2
5田
V
S
F
K
M
g回
目

F
g
z
a
cミ

a

s冊
目
白
唱
え

E
位。

g-

H由明
A
F

匂匂・

MmH@仲田・

仰
の
・

m
gロ0
・
Mvg仏
国
営

ed広
島

g
喋
話
回

L-N十
句
耳
目

m-HUE-3・
HJ区
山
そ
の
批
判
、
置
再
宮
守
の

E
R雪
E
H
Y
U
S宗
g
ロ
注
目
仲
田
氏
。
ロ
ロ
巴

Z
S
S
E
-。
ロ
帽
子
宮

y∞。
l

∞
H・
宮
沢
、
小
田
訳
、
国
際
憲
法
、
同

y
s・

聞

の

g
g
z
d
F
E
P
E
F
a
o
r
-世
ω。
白
日
恥
広
島

8
2
E
O
B
S
F
2
5
t
z
E口
止
S
町田町

P
E江田
w
F
g
E正
。

E
F
g
g塁
。

E
-
F

HU白凶
w
M
V

同
y
g由
1
8
F
a・
高
野
雄
一
、
超
憲
法
的
条
約
を
め
ぐ
る
フ
ラ
ン
ス
公
法
学
者
の
論
争
、
国
家
、
六
八
巻
九
、
一

O
号
℃

-
g
参
照
。

ω
連
盟
規
約
は
戦
争
に
訴
え
る
に
は
一
定
の
義
務
を
課
し
(
一
一
一
条
一
項
二
三
条
四
項
、
九
項
、
一
五
条
六
項
、
八
項
|
一

O
項
〉
ま
た
切
ユ
恒
国
争
関
品
目
。
肉

条
約
が
戦
争
を
禁
止
し
て
い
る
こ
と
は
、
一
八
七
五
年
憲
法
(
七
月
一
六
日
法
九
条
)
と
矛
盾
す
る
0

4
・
4
『
忠
吾

Y
8・
a
f
E
Y
お
込
併



m 

国
際
労
働
協
約
の
締
結

ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
四

O
五
条
以
下
は
、
国
際
労
働
機
構
に
よ
る
協
約
の
締
結
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。
そ
の
独
創
的
な
手
続
に
よ

れ
ば
、
協
約
案
は
、
政
府
代
表
の
み
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
国
際
労
働
会
議
の
出
席
議
員
の
三
分
の
二
の
多
数
で
議

決
せ
ら
れ
、
会
議
議
長
の
署
名
(
認
証
)
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。

そ
こ
で
は
、
大
統
領
の
専
権
と
し
て
の
商
議
権
・
調
印
権
は
重
大
な
修

正
を
蒙
る
。
ま
た
、
彼
の
批
准
権
も
そ
の
専
権
的
性
格
に
重
大
な
侵
害
を
う
け
る
可
能
性
が
あ
る
。

間
政
府
代
表
、
経
営
者
代
表
、
労
働
者
代
表
の
一
ニ
グ
ル
ー
プ
か
ら
成
り
立
つ
。
詳
し
く
は
.
忌
昏
笹
山
戸
《
同

2
m
S
E
R
-
oロ
宮
司

g
E
S
S
E
可
若
旦
0
・

F
n
-
P訟
の

E
Z
L由民
L
戸
田
M

G
司

l一路∞山

E
g
U
3・
HN白
区
∞
一
項

EHZP
毛
-
n
F
E・
g-HH∞
-
2・
H
g
g
m
o
g
-ュ
ロ
ロ

Ga--
署
-Mgl

N勾
u
m
g
F
H
V芯
2
・
HF
目当

-m回
目
1

自
白

UCUR即日目。
F
E
E
Z
E
-
-
匂
-NU0・

側

四

O
五
条
五
項
は
、
構
成
諮
問
は
、
《
勧
告
叉
は
協
約
案
を
、
そ
の
事
項
の
管
轄
当
局
叉
は
諸
当
局
に
、
そ
れ
を
法
律
に
転
換
す
る
目
的

(
8
4
5
含

阿
曽
許
可
田
宮
崎
。
再
出
品
『

g
g
f
英
訳
で
は
向
。
吋

5
0
自
由

2
5
8甘
え
「
品
目
血
友
広
。
ロ
)
叉
は
他
の
命
令
的
諸
施
策
を
と
る
(
品
目
官
。

E
Z
ι
a
g申
告
『

g

q
cロ
自
民
可
申
一
。
昆
吋
由
)
目
的
を
も
っ
て
付
議
す
V

べ
き
で
あ
る
、
と
規
定
し
て
い
る
。
《
法
律
に
転
換
す
る
目
的
で
》
と
い
う
条
文
は
、
明
ら
か
に
不
正
確

で
あ
り
、
そ
れ
は
《
法
律
に
よ
っ
て
執
行
す
る
、
或
は
法
律
に
よ
っ
て
政
府
に
協
約
の
批
准
を
授
権
す
る
V

と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
(
協
約
案
が
法
律
に

な
る
の
で
は
な
い
の
だ
か
ら
)
と
、
富
島
民
一
g
(
C
H
)
・
2
け

-
u・
広
間
)
は
い
う
。
し
か
し
、
切
ロ
由
出
品
が
解
す
る
よ
う
に
、
ぞ
れ
は
国
際
的
立
法
の
国
内
的
な

執
行
力
の
発
生
要
件
と
し
て
、
議
院
が
《
非
純
正
的
批
准

v
e窓口品。，
z
z
k
p
t
oロ
)
を
行
う
の
だ

(
C・
m
g
]
F
F・0
品
但
回
目
由
主
5
ロ

g
g
B
E
Zロ曲目白

内
同
信
吋

E
4
a
-
a
z
w
H
4・・
HVRFHug-
℃
℃

-H∞
HlH∞
日
)
と
す
れ
ば
、
大
統
領
の
批
准
権
を
議
院
が
代
行
す
る
1
l
i
少
く
も
実
質
的
に
議
院
が
批

准
権
を
行
使
す
る
1
1
1
ζ
と
に
な
り
、
大
統
領
の
憲
法
約
権
限
が
侵
害
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
訳
で
あ
る
。
ま
た
凹

O
五
条
七
項
は
、
構
成
国
は
、
協
約
案

が
権
限
当
局
に
よ
り
採
択
さ
れ
た
場
合
、
《
協
約
の
正
式
の
批
准
を
事
務
総
長
(
連
盟
の
)
に
通
告
-
b

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
規
定
し
て
い
る
。

。E口
ぽ
司

(FE
ロ田

ZE--
匂
Hv-NSiNUM)
は
、
条
約
の
規
定
は
、
憲
法
的
手
続
に
よ
る
批
准
を
何
ら
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
違
憲
の
批

准
の
問
題
を
生
ず
る
余
地
の
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
ω

条
約
の
起
草
者
が
労
働
協
約
の
締
結
に
つ
い
て
違
憲
の
問
題
を
生
ず
る
と
考
え
て
い
な
か
っ

た
こ
と
は
確
か
ら
し
い
(
当
幹
昆

pa-ロ
F-
匂
・
ロ
N
)
Q

し
か
し
条
約
の
条
文
及
び
そ
の
精
神
に
、
フ
ラ
ン
ス
憲
法
の
規
定
と
の
矛
盾
或
は
困
難
を
含
ん

で
い
る
乙
と
は
争
わ
れ
ず
実
際
的
な
適
用
に
あ
た
っ
て
、
そ
れ
は
明
臼
と
な
っ
た
。
と
の
問
題
は
、
具
体
的
な
慣
行
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

(3) フランス憲法史における条約と園内法

- 83ー



説

こ
の
国
際
労
働
協
約
締
結
に
関
す
る
憲
法
上
の
矛
盾
と
困
難
と
を
慣
行
は
ど
の
よ
う
に
解
決
し
て
い
っ
た
か
。
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論

プ
ラ
ジ
ス
政
府
は
、
国
際
労
働
事
務
局
長
邑
宮
ユ
吋

Z
B
B
あ
て
、
協
約
の
締
約
国
に
は
調
印
の
、

第
三
国
に
は
加
盟
の
道
を
聞
く
取
極
め
を
設
立
す
べ
き
こ
と
を
示
唆
し
た
が
容
れ
ら
れ
ず
、
そ
こ
で
、
フ
ラ
ン
ス
政
府
は
ベ
ル
ギ
ー
政
府

一
九
二

O
年
九
月
二
十
一
日
、

一
九
二

O
年
に
ジ
ュ
ネ

1
ヴ
で
行
な
わ
れ
た
国
際
労
働
会
議
に
お
い
て
議
決
さ
れ
た
諸

協
約
を
、
内
容
は
そ
の
ま
ま
の
二
国
間
条
約
に
作
り
な
お
し
て
調
印
し
、
議
院
に
よ
る
批
准
の
承
認
を
え
た
後
、
批
准
書
を
連
盟
事
務
総

と
パ
リ
に
会
し
、

一
九
一
九
年
に
ワ

ν
ン
ト

γ
、

の長
試に
み送
だ付
つし
た た
との
いで
え円あ
る$る

そ
れ
は

グ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
四

O
五
条
の
規
定
と
、

ブ
ラ
シ
ス
憲
法
の
伝
統
的
条
約
締
結
手
続
と
の
調
和

仰

の
F
・
切
o
g呂
S
F
M
V江
田
ロ
回
目
X
ぉ・・】
V

M
∞∞
i
M
∞由・

則
一
九
一
一
一
年
一
月
二
四
日
、
二
月
一
四
目
、
六
月
一
日
及
び
一
九
二
四
年
一
月
二
八
日
。

倒
ポ
ワ
ン
カ
レ
氏
は
、
一
九
二
三
年
六
月
一
五
日
の
外
務
大
臣
あ
て
の
書
簡
の
中
で
次
の
よ
う
に
フ
ラ
ン
ス
の
態
度
を
説
明
し
て
い
る
。
《
政
府
は
、
グ

エ
ル
サ
イ
ユ
条
約
四
O
五
条
の
規
定
と
我
々
の
憲
法
と
を
調
和
せ
し
め
る
目
的
で
ベ
ル
ギ
ー
と
の
問
に
問
題
と
な
っ
て
い
る
協
約
を
通
過
せ
し
め
た
。
ワ

シ
ン
ト
ン
及
び
ヅ
ユ
ネ
l
ず
に
お
け
る
多
数
の
労
働
会
議
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
は
、
技
術
者
に
よ
っ
て
準
備
さ
れ
た
協
約
の
単
な
る
案
に
す

ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
共
和
国
大
統
領
の
全
権
を
委
任
せ
ら
れ
た
代
理
に
よ
り
正
規
に
調
印
さ
れ
た
協
約
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
乙
の
授
権
を
え
た
全
権

に
よ
る
調
印
の
形
式
が
満
た
さ
れ
る
と
と
は
不
可
欠
で
あ
る
》
。

し
か
し
そ
れ
が
、
国
際
労
働
協
約
に
つ
い
て
予
定
さ
れ
た
手
続
と
矛
盾
し
、
国
際
労
働
機
構
の
発
展
を
阻
害
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、

同
事
務
局
長
邑
宮
ユ
吋

Z
B
S
の
書
的
が
批
判
す
る
と
お
り
で
あ
り
、
結
局
、
フ
ラ
ン
ス
政
府
も
問
題
と
な
っ
た
方
式
を
放
兎

ω、
グ

エ
ル
ナ
イ
ユ
条
約
四

O
五
条
の
手
続
に
復
帰
し
た
。
す
な
わ
ち
、
プ
ラ
シ
ス
政
府
は
、
四

O
五
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
批
准
を
吋

《特
i

殊

な
種
類
の
批
准
》
、
《
協
約
の
対
象
と
す
る
事
項
に
関
し
て
、

ヴ
ェ
ル
ナ
イ
ユ
条
約
二
ニ
篇
に
お
い
て
規
定
せ
ら
れ
た
諸
施
策
の
行
使
に
い



つ
で
も
服
す
る
こ
と
を
国
が
約
す
る
と
こ
ろ
の
一
方
的
行
為
(
ロ
ロ

R
g
z
E
E芯
E
g
だ
と
考
え
る
。

そ
し
て
爾
来
、
政
府
は
、
協
約
の

批
准
の
授
権
を
議
院
に
求
め
る
と
い
う
伝
統
的
方
式
を
拾
て
、

外
務
大
臣
が
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
四

O
五
条
七
項
に
規
定
す
る
連
盟
事
務

の
通
告
を
も
っ
て
、

こ
の
法
律
案
が
採
択
及
び
交
布
さ
れ
た
場
合
、

ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
四

O
五
条
の
い
う
批
准
と
み
な
す
こ
と
と
し
た
。

そ
の
法
律

総
長
に
対
す
る
通
告
を
行
な
う
こ
と
を
授
権
す
る
法
律
案
を
議
院
に
提
出
し
、

か
く
し
て
、
大
統
領
の
役
割
は
、
授
権
法
の
交
布
の
そ
れ
に
局
限
せ
ら
れ
、
彼
の
批
准
権
は
消
滅
し
た
訳
勺
あ
り
、
議
院
が
批
准
権
を

実
質
的
に
行
使
し

(
B
E
2色
町
の
伊
丹
目
的
)
、
外
務
大
臣
が
そ
れ
を
形
式
的
に
連
盟
に
通
的
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
て
あ
る
。
そ
こ
で
は
、

大
統
領
の
憲
法
的
批
准
梅
が
、

一
九
二
六
年
一
月
三
十
一
日
の
法
律

(3) 

い
か
広
重
大
な
修
正
を
蒙
っ
た
か
は
、
あ
ま
り
に
も
明
瞭
で
あ
る
。

一
九
二
一
年
の
国
際
労
働
協
約
を
承
認
し
、
以
来
、
こ
の
慣
行
は
確
立
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

判
例
上
で
は
、
当
初
、
こ
の
四

O
五
条
方
式
に
よ
り
締
(
結
せ
ら
れ
た
国
際
労
働
協
約
の
効
力
を
認
め
な
い
も
の
が
多
か
っ
た
が
、

三
四
年
二
月
二
十
七
日
の
破
棄
院
判
決
は
、
決
定
的
に
そ
の
効
力
を
認
め
問
。
こ
こ
に
国
内
的
な
慣
行
は
伝
統
的
な
憲
法
上
の
条
約
締

は

九

フランス憲法史における条約と国内法

結
手
続
を
大
幅
に
変
更
し
、

ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
の
規
定
す
る
労
働
協
約
締
結
の
手
続
に
適
合
す
る
方
式
を
確
定
し
た
の
で
あ
る
。

帥

切
M
M
}
}

幅
広
ロ

O
虫
色
色
合
切
・
同
・
吋

-gg-M同

y
u
o仲
間

-
h
d
『
忠
江
田
喜

-
a
f
z・
ω
ロl
臼
同
∞
自
民
。
.
。
u
s
-
-
4
(
O司

-
a
F
3・8
H
i
N
S
)

は、

hv
・口
P
O
S
E
は
、
労
働
機
構
が
そ
の
よ
う
な
方
式
に
参
加
し
え
ぬ
と
反
対
し
つ
つ
も
、
政
府
が
そ
れ
に
う
っ
た
え
る
自
由
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

た
だ
そ
の
よ
う
に
し
て
締
結
さ
れ
た
条
約
は
、
そ
の
適
用
に
つ
い
て
、
第
二
ニ
篇
の
規
定
す
る
統
制
の
措
置
及
び
制
裁
の
利
益
を
う
け
え
ぬ
と
指
摘
し
て

い
る
だ
け
だ
、
と
す
る
。

山
w

一
九
二
四
年
三
月
・
一
七
日
の
当
時
外
務
大
臣
で
あ
っ
た
ポ
ワ
ン
カ
レ
の

P
S
H
O
g
g
宛
の
書
簡
。

陶

m
gロ
タ
句
芯
仏
国
"
戸
出
y
明

H
U
I
S
0
・

胸
囲
向
島
巳

g
・
0
M】

-af-v切
ら
お
!
広
田
・

- 85ー

た



説

仰

の
σ・阿
w
o
c
g
S
F
句
吋
目
安
H
附
句

gl・-v
・凶器・

回
白
白
血
ロ
P

F
・
。
呂
田
H

H

E

即
位
。

p-
切回
Y

H

∞同
i
H
g
-

側
当
忠
弘
P
名
-
a
H
-
H
M
-
M
H
H
・

倒
。
一
v・同
w
o
g田
臼

O
F
F
M
V
江
口
弘
司

8
・・匂
-

N

S

・
ωロmLZ
は
(
司
芯
ロ
ゲ
-
H
Y
叩
N
C
)
、
《
そ
れ
は
間
接
的
に
、
集
団
的
立
法
、
新
ら
し
い
一
方
的
性
格
を
そ
し
て

い
は
ば
そ
の
超
国
家
的
性
質
を
承
認
し
た
乙
と
だ
っ
た
》
と
す
る
。

側

〈

-
E
P
H
Y
[六
一
二
]

- 86ー

論

(2) 

秘
密
条
約
の
禁
止

連
盟
規
約
一
八
条
は
、

連
盟
国
が
締
結
す
る
一
切
の
条
約
又
は
国
際
協
定
は
、
直
ち
に
連
盟
事
務
局
に
登
…
球
さ
る
べ
き
こ
と
を
義
務
づ

け
、
且
っ
そ
の
登
録
を
終
了
す
る
迄
は
、
そ
の
拘
束
力
を
生
じ
な
い
と
い
う
制
裁
を
規
定
し
た
。
そ
れ
が
、
共
和
国
大
統
領
に
秘
密
条
約

締
結
の
権
利
を
認
め
て
い
る
フ
ラ
ン
ス
憲
法
の
規
定
と
正
面
か
ら
矛
扇
低
触
ナ
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。

こ
の
紙
触
を
如
何
に
解
決
す
べ
き
か
に
つ
い
〈
、
三
説
を
挙
げ
う
る
。
(
・
1
)

連
盟
規
約
が
当
然
に
(
日
℃

g
E
2。
)
憲
法
を
修
正
し
た
の

だ
、
す
な
わ
ち
、
大
統
領
の
秘
密
条
約
締
結
権
が
廃
止
さ
れ
た
と
解
す
問
。
(
一
u
)
連
盟
規
約
も
憲
法
も
有
効
に
併
立
的
に
存
続
す
る
が
、

連
盟
規
約
の
連
合
憲
法
的
性
格
か
ら
い
っ
て
、
憲
法
の
秘
密
条
約
締
結
に
関
す
る
規
定
の
実
効
力
が
奪
わ
れ
る
と
解
す
べ
き
だ
。
(
…
山
)
連

盟
規
約
が
憲
法
改
正
を
義
務
づ
け
て
い
る
と
解
す
る
。

慣
行
政
、
第
一
次
大
戦
前
に
比
較
し
て
秘
密
条
約
が
減
少
し
た
こ
と
は
確
か
だ
と
い
え
よ
う
明
フ
ラ
ン
ス
は
連
盟
へ
の
登
録
に
対
し

て
、
あ
ま
り
熱
意
を
示
さ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
に
よ
り
締
結
さ
れ
た
条
約
は
、
殆
ん
ど
常
に
締
約
の
相
手
国
の
要
求
に
よ

っ
て
登
録
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
と
い
わ
れ
る
。
大
統
領
の
秘
密
条
約
締
結
の
憲
法
的
権
限
は
、
規
約
の
犠
牲
に
お
い
て
行
使
さ
れ
た
と
い

え
よ
う
か
。



h
!
 

」
wh

 (

J

 
dw 

u
i
 

F守 ξさr

τ 

(3) 

制

drzp。M
M
-
O
F
-
-
M
同yaleg・
。

B
け
5
・。

E
E
a
(「田
E
2
5
J
3・M
∞由
l
N
U
C
)

は
、
紙
触
ぞ
否
定
し
、
両
者
は
完
全
に
調
和
す
る
と
す
る
。

倒

ω
s
-
g・
v.。
品
自
由
也
担
巴

S
H
5
0
3即
答
沼
包
含
司

PF4即日目
S

F
切

-H・
H-
司
号
-
P
H
8
0・
司
・
忠
岡
山
回

Rpbrsu可
白
骨
ロ
ロ
冊
目
・

4
5産山
J

匂・

∞
悶
晶
・
〈
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
は
、
そ
の
第
一
八
条
に
お
い
て
す
べ
て
条
約
を
例
外
な
し
に
連
盟
事
務
局
に
登
録
す
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
国
際
連
盟
規
約

に
同
意
し
、
こ
の
大
統
領
の
外
交
権
を
使
用
す
る
と
と
を
断
念
し
た
。
こ
れ
は
国
際
条
約
に
よ
る
憲
法
改
正
の
珍
ら
し
い
場
合
で
あ
る
》

o
c
o
E司白・冨
g，

け司。・。目
Y

O
広い・同
V
-
N
吋由・

ω
d『
忠
弘

p
a・ロ同伴・
3
・
8
∞l
臼回。・

帆
叫

z
o
z
s
E
8・
0
目付・
4
『
忠
弘

P
8・
nF
同)・
4
∞・

明
岬
冨
山
司

F

内山田守の
0
0
仲
N
b
a
g
F
U
S
E
n
oロ白神広三日
S
H
E
z
z
a
p仲山
og--
巴
∞
∞
・
ヤ
同
誌
・
宮
沢
、
小
田
訳
、
国
際
憲
法
、
同
}
・
同
町
田
・
《
公
一
法
の
分
野

に
お
い
て
は
常
に
あ
る
分
野
を
、
憲
法
上
の
慣
行
及
び
政
治
上
の
慣
行
に
委
ね
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
》
と
し
《
フ
ラ
ン
ス
の
慣
行
は
規
約
に
一
致
し
て

い
る
》
と
す
る
。

凶
。
。
吋
即
日

Y
8・白山酔・・

3
・∞回目
I

おN
4
・

岡

9
・

F
g回申告
-pza胃
?
?
ω
自・

フランス憲法史における条約と国内法

[穴

O
]
|
|第
二
部
の
結
び

第
二
部
に
お
い
て
、

わ
れ
わ
れ
は
革
命
後
の
諸
憲
法
の
条
約
締
結
子
続
を
、
類
型
別
に
縦
の
比
較
に
便
利
な
よ
う
に
配
列
し
て
実
証
的

に
研
究
し
た
。

m 

先
ず
第
一
の
類
型
、
共
和
制
的
類
型
の
条
約
締
結
手
続
を
有
す
る
諸
憲
法
に
つ
い
て
、
次
の
帰
納
的
結
論
を
指
摘
し
う
る
。

(

a

)

 

一
七
九
一
年
・
共
和
三
年

一
八
四
八
年
の
各
憲
法
は
、

夫
々
所
謂
権
力
分
立
制
を
採
用
し
た
。
立
法
権
と
執
行
権
と
は
、
多

少
の
ニ
ユ
ア
シ
ス
の
相
異
は
あ
れ
、
相
互
に
厳
格
に
分
離
す
る
こ
と
を
建
前
と
し
た
。

し
か
る
に
条
約
締
結
権
に
つ
い
て
は
、
明
白
に
立

法
府
と
執
行
府
と
の
協
働
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

一
七
九
一
年
、

一
八
四
八
年
憲
法
に
お
い
て
は
、
議
会
の
権
肢
を
増
加
し
、
国
王
戎
い

は
大
統
領
の
権
力
を
抑
制
せ
ん
と
す
る
政
治
的
考
慮
の
一
環
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
。
最
も
厳
格
な
潅
カ
分
敵
を
貫
徹
せ
ん
と
し
、
権
カ

→ 87 -



説

の
孤
立
お
ま
ね
い
た J

共
和‘

年
憲
法
に
お
し、

て

Z晴

v

d

ι

、

♂

一

U

{一
告

司

令

執
行
権
に
本
来
専
属
し
て
い
る
筈
の
条
約
締
結
権
に
対
し
議
院
の
直
接
偽
な
干
渉
が
認

.，...... 88 ..... 

論

一
七
九
三
年
憲
法
の
イ
デ

l
、

こ
の
権
カ
狐
立
制
が
、
条
約
締
結
権
に
関
す
る
限
り
に
お
い
て
は
恐
怖
な
く
そ
の
ま
ま
コ
ン
ヴ
ア
シ

νオ
シ
の
公
安
委
員
会
の
制
度
を
継

め
ら
れ
て
い
る
。

コ
シ
グ
ア
シ
U
V

オ
ン
の
制
度
に
対
す
る
極
端
な
反
動
恐
怖
の
作
品
と
し
て
あ
ら
わ
れ
た

承
し
た
の
で
あ
る
。
条
約
締
結
権
が
モ
シ
テ
ス
キ
斗
ヲ
流
の
三
権
分
立
の
枠
に
は
ま
り
こ
ん
で
し
ま
わ
ぬ
独
自
の
権
力
で
あ
る
と
い
ラ
実

定
憲
法
上
の
取
扱
い
を
、
最
も
権
力
分
立
に
固
執
し
た
諸
憲
法
に
お
い
て
見
出
す
の
で
あ
る
。

(

b

)

 

一
切
の
条
約
の
締
結
に
つ
い
て
議
院
の
承
認
を
要
す
る
と
し
た
こ
の
類
型
の
手
続
は
、

い
う
ま
で
も
な
く
条
約
締
結
に
対
す
る

民
主
的
統
制
の
イ
デ
ー
の
率
直
な
表
明
に
外
な
ら
な
い
。
条
約
締
結
手
続
に
対
す
る
、

る
ま
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

そ
の
革
命
的
意
義
に
つ
い
て
は
繰
返
す
ま
で
も
あ

一
八
七
一
年
の
対
独
終
戦
交
渉
に
お
け
る
特
殊
事
情
を
の
ぞ
い
て
は
、
商
議
は
執
行
府
(
又
は
部
)
の
専
権

に
属
せ
し
め
ら
れ
、
議
会
が
一
本
認
を
与
え
た
場
合
に
お
い
て
も
、
直
接
外
国
と
締
結
の
完
結
の
交
渉
に
あ
た
る
の
は
執
行
府
で
あ
る
こ
と

を
み
た
。

ま
た
、

ブ
ラ
シ
ス
憲
法
史
上
最
も
民
主
的
と
さ
れ
人
民
の
直
接
的
参
政
を
広
汎
に
み
と
め
た
一
七
九
三
年
憲
法
の
、

そ
の
単
な
る
プ
ラ

シ
に
ひ
と
し
い
段
階
に
お
い
て
す
ら
、
条
約
締
結
権
に
対
す
る
人
民
の
直
接
的
参
加
は
掛
除
き
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

ス
憲
法
史
上
政
府
の
条
約
締
結
権
に
対
す
る
統
制
は
専
ら
議
院
に
よ
る
そ
れ
の
問
題
で
あ
る
。

ブ
ラ
シ

そ
れ
ら
は
条
約
締
結
権
に
対
す
る
、

立
法
府
及
び
人
民
の
直
接
的
統
制
の
限
界
を
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。

(

C

)

 

一
七
九
一
年
憲
法
、
一
と
り
わ
け
一
七
九
三
年
憲
法
お
よ
び
一
入
四
八
年
憲
法
が
秘
密
条
約
締
結
権
を
認
め
な
か
っ
た
こ
と
の
意

義
は
、
教
義
上
の
も
の
に
止
ま
る
と
い
え
る
。

一
七
九
三
年
憲
法
の
施
行
を
停
止
し
た
ゴ
ン
グ
ナ
シ

ν
オ
ン
の
現
実
の
制
廃
に
お
い
て
は
、

公
安
委
員
会
は
広
汎
な
秘
密
条
約
締
結
権
を
与
え
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
多
く
の
有
利
な
戦
争
終
結
を
獲
得
し
え
た
。
共
和
三
年
憲
法
は
、



既
に
み
た
よ
う
に
、

ゴ
ン
グ
ア
シ

ν
ォ
γ
に
対
す
る
明
白
な
敵
意
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

こ
の
秘
密
条
約
締
結
手
続
を
そ
の
ま
ま
憲
法
的
規

定
と
し
て
継
承
し
、
条
約
一
般
の
締
結
に
つ
き
、
憲
法
的
手
続
と
し
て
は
、

は
じ
め
て
大
い
に
実
効
性
を
発
揮
し
え
た
。
経
験
は
こ
の
例

外
(
秘
密
条
約
締
結
権
)
の
意
義
の
決
定
的
重
要
性
を
教
え
た
。
ブ
ラ
シ
ス
憲
法
の
伝
統
的
方
式
が
、

秘
密
条
約
締
結
権
を
認
め
る
こ
と

を
や
め
な
い
所
以
で
あ
る
。

(
d
)
 

一
入
四
人
年
憲
法
下
に
於
い
て
条
約
の
締
結
に
関
す
る
議
院
の
干
渉
の
方
式
、

す
な
わ
ち
、
条
約
の
批
准
の
授
権
の
方
式
と
修

正
権
に
関
す
る
方
式
が
確
立
し
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
議
院
は
条
約
の
修
正
権
を
有
せ
ず
、

准
の
授
権
を
延
期
す
る
か
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
方
式
は
条
約
締
結
に
対
す
る
議
院
の
議
決
の
権
利
と
、
政
府
の
商
議
の
自
由
の
必
要
性
と

の
、
調
和
の
法
技
術
で
あ
り
、
第
ゴ
了
第
四
共
和
制
下
に
お
い
て
も
同
じ
方
式
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。

一
括
採
択
か
拒
否
か

理
由
を
ふ
し
て
批

(3) 

(2) 

次
に
第
二
の
類
型
に
お
い
て
は
、
条
約
締
結
権
は
政
府
の
専
権
と
せ
ら
れ
る
。

フランス憲法史における条約と園内法

(

a

)

 

第
一
帝
制
、
第
二
帝
制
初
期
の
憲
法
と
り
わ
け
一
九
四

O
年
憲
法
律
に
お
け
る
よ
う
に
、
皇
帝
又
は
国
首
が
立
法
権
を
完
全
に

所
有
す
る
か
、
或
い
は
実
質
上
殆
ん
ど
そ
の
支
配
下
に
掌
握
す
る
場
合
に
は
、

条
約
締
結
に
関
す
る
議
院
の
千
渉
の
問
題
は
生
ず
る
余
地

が
な
い
。
こ
れ
に
ひ
き
か
え

一
八
一
四
年
及
び
一
八
三

O
年

ν
ヤ
ル
ト
及
び
第
二
帝
制
後
半
に
お
い
て
、
議
院
が
立
法
的
・
財
政
的
権

限
を
確
実
に
掌
握
す
る
に
至
る
や
、

そ
れ
ら
の
権
限
に
関
連
す
る
条
約
の
園
内
的
執
行
の
た
め
、
議
院
の
議
決
は
必
須
の
も
の
と
な
る
。

そ
し
て
有
効
に
成
立
し
た
条
約
の
執
行
が
議
院
の
拒
否
に
あ
っ
℃
不
可
能
と
な
る
と
い
う
困
難
が
生
じ
う
る
。
そ
れ
は
条
約
締
結
に
対
し
、

!1:.事
い実
な上
カミ 、

つ間
た接
と的
言な
わ統
ね制
ば力
なを
ら及
なぼ
いろし
。う

る
カ1

そ
の
有
効
性
の
要
件
と
な
る
迄
に
議
院
の
権
限
の
論
理
は
自
己
を
貫
徹
す
る
に
至
っ
て

- 89ー

(

b

)

 

一
入
一
四
年
及
び
プ
八
三

O
年
の
レ
ヤ
ル
ト
の
下
に
発
達
し
た
議
院
制
的
慣
行
は
、
政
府
の
政
治
責
任
を
追
求
す
る
諸
手
段
を

h 

t 



， ' 説

通
じ
て
、
対
外
政
策
一
般
を
統
制
し
、
間
接
に
条
約
締
結
権
を
統
制
す
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
た
。
そ
れ
が
憲
法
の
明
文
外
の
慣
行
上

- 90ー

の
制
度
と
し
て
、

ま
た
議
院
の
直
接
的
統
制
の
及
び
え
ぬ
分
野
に
現
実
的
一
な
統
制
を
及
ぼ
す
他
の
重
要
な
子
段
で
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ

論

ね
ば
な
ら
な
い
。

(3) 

最
後
に
、

以
上
の
ニ
ー
者
の
折
衷
的
類
型
と
し
て
一
定
の
種
類
の
条
約
の
み
は
立
法
府
の
承
認
に
服
せ
し
め
る
が
、
他
の
種
類
の
条

約
は
執
行
府
が
単
独
で
決
定
的
に
締
結
し
う
る
と
す
る
方
式
が
あ
る
。

(

a

)

 

こ
の
方
式
こ
そ
が
ブ
ラ
シ
ス
に
桔
局
根
を
下
し
た
制
度
だ
と
い
え
る
。
そ
れ
は
沿
革
的
に
は
過
渡
期
の
妥
協
の
産
物
だ
っ
た
ー
ー

一
つ
は
共
和
主
義
か
ら
権
威
主
義
へ
の
、
他
は
君
主
主
義
か
ら
共
和
主
義
へ
の
。

イ
憲
法
の
影
響
を
受
け
て
は
い
る
が
、
後
者
は
更
に
さ
か
の
ぼ
り
共
和
八
年
の
フ
ラ
ン
ス
憲
法
の
影
響
を
受
け
た
。
第
三
共
和
制
の
六
五

一
八
七
五
年
憲
法
の
こ
の
方
式
は
↓
八
三
一
年
ベ
ル
ギ

年
聞
の
経
験
に
よ
っ
て
そ
の
実
効
性
を
実
証
し
た
こ
の
方
式
は
、

第
四
共
和
制
憲
法
に
よ
っ
て
も
採
用
さ
れ
た
。

(

b

)

 

一
八
七
五
年
憲
法
の
方
式
は
、
条
約
締
結
に
対
す
る
議
院
の
直
接
的
な
干
渉
と
と
も
に
、
議
院
制
の
一
般
的
な
統
制
手
段
に
よ

る
間
接
的
統
制
を
予
定
し
た
。
院
内
の
外
交
委
員
会
に
よ
る
統
制
の
発
達
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
政
府
の
条
約
締
結
権
に
対
す
る
統
制
は

三
段
階
に
加
重
せ
ら
れ
る
。
所
謂
ブ
ラ
シ
ス
型
議
院
制
の
条
約
締
結
権
に
於
け
る
表
現
は
、
憲
法
上
そ
れ
が
必
要
で
な
い
場
合
に
も
議
院

殆
ん
ど
総
て
の
重
要
な
条
約
を
服
せ
し
め
た
慣
行
で
あ
る
。

に
よ
る
批
准
の
承
認
に
、

一
也
九
一
年
憲
法
に
お
い
て
革
命
の
人
々
が
誇
ら

か
に
確
定
し
た
一
切
の
条
約
に
対
す
る
民
主
的
統
制
の
教
義
は
、

教
義
な
ら
ぬ
議
院
制
の
慣
行
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
た
に
近
く
な
っ
た

1

1極
端
に
狭
障
な
人
民
的
地
盤
の
み
を
有
す
る
一
七
九
一
年
の
議
会
は
、
普
通
選
挙
(
婦
人
に
対
し
て
は
第
四
共
和
制
後
}
に
解
放
ぜ

ら
れ
た
議
院
に
迄
民
主
化
さ
れ
た
が
ゆ
え
に
。

(

C

)

 

後
に
み
る
よ
う
に
、

一
九
四
六
年
十
月
憲
法
二
七
条
は
議
院
の
直
接
的
な
干
渉
の
必
要
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
条
約
と
し
て
、
園
内



ーで

法
律
を
変
更
す
る
条
約
と
国
際
機
構
に
関
す
る
条
約
と
を
加
え
た
。

ハ6JV

前
者
は
議
院
の
権
限
の
論
理
的
貫
徹
で
あ
り
先
行
す
る
U
V

ャ
ル
ト
以
来
の
、
特
に
第
一
二
共
和
紙
下
の
議
院
制
的
慣
行
の
発
展
的
確
認
に

外
な
ら
な
か
っ
た
。

後
者
に
お
い
て
、

わ
れ
わ
れ
は
先
行
す
る
諸
憲
法
の
起
草
者
の
夢
想
だ
に
し
な
か
っ
た
種
類
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
条
約
を
発
見
す
る
。
そ

れ
は
一
九
円
一
九
年
国
際
連
盟
成
立
以
来
、
国
際
社
会
が
画
期
的
に
組
織
化
さ
れ
た
事
態
に
対
応
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、

ま
た
、

全
く
新
し
い
事
態
と
し
て
先
行
憲
法
と
条
約
と
の
低
触
の
問
題
が
明
る
み
に
で
た
こ
と
を
想
起
せ
し
め
る
。
連
盟
規
約
一
八
条
の
秘
密
条

約
の
禁
止
は
、
、
明
白
に
第
三
共
和
制
憲
法
の
大
統
領
の
権
限
と
矛
盾
す
る
。
国
際
労
働
協
約
の
締
結
子
続
は
、

フ
ラ
ン
ス
共
和
国
大
統
領

の
憲
法
的
権
限
た
る
条
約
の
宿
議
権
を
廃
止
し
、

批
准
権
を
消
滅
せ
し
め
、
実
質
的
に
は
議
院
の
議
決
が
批
准
を
行
い
、
慣
行
は
決
定
的

(3) 

に
そ
の
手
続
の
有
効
性
を
本
認
す
る
。

フ
ハ
し
フ
ー
キ
ー
小
、

τヲ
ベ
ユ
バ
付
斗
ぺ
斗
A
L
U
M

・

フランス憲法史における条約と国内法

の
専
権
と

b
て
留
っ
て
い
る
点
を
指
摘
し
、

さ
き
に
第
四
共
和
制
憲
法
に
お
い
℃
も
、
条
約
の
商
議
・
批
准
権
限
は
な
お
政
府

ハ7JV

そ
れ
が
古
典
的
憲
法
思
想
家
の
イ
デ
ー
と
の
共
通
面
た
る
こ
と
を
述
べ
た
。
し
か
し
、
条
約

の
性
質
そ
の
も
の
の
進
化

l
l国
際
社
会
の
組
織
佑
の
事
態

1
lー
が
議
院
の
権
戒
の
上
昇
と
相
ま
っ
て
、
こ
の
伝
統
的
方
式
の
枠
を
掠
り
、

政
府
の
専
権
が
制
約
さ
れ
議
院
の
権
限
が
決
定
的
と
な
っ
た
例
を
、
実
定
法
上
で
経
験
し
た
の
で
あ
る
つ

(7) (6) (5) (4-) (3) (2) (1) 
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